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伸縮のない製図材料と地図・第2原図複製
基本図を化材料

●ミクロトレースP・PW(白マット）。。・・・・航空写真図化用（鉛筆専用）ポリエステル

トレーシンク・フィルム

●A・Kケント紙・・・・・・・・・・・・・・・・航空写真図化用アルミ箔サンドケント紙

、ダイヤマット・・・・・・・・・・・・。・・・無伸縮ポリエステルトレーシングフィルム

基本図第2原図

④ミクロコピー。最も多く使用されているポリエステルフィルムの第2原図(セピア・ブルー）

●ミクロポジ．．．。．。・・・･ブルー・セピア黒色画像のポリエステルフィルム第2原図

基本図編纂

○百;而基本圃をﾄﾚーｽを行なわず写真法にて接合し林班ごとに編纂｡又はI耐.而而
l

に縮尺・図割を替え編纂

○その他図面複製及び製図材料に関することは何なりとご相談下さい。

【本社・東京都新宿区新宿2－13（不二川ビル）
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正一反一合

■■

倉 沢博
〔東京大学教授〕

‐■

戦後，林業技術者の間におこった動きとして，林業に関する社会科学的分野の知識と研

鎖が，急速にひろがりかつ深まってきたことは，注目に値する。

林業技術者の間に社会科学的な考え方が浸透したことは，たしかに，林業技術の即物的

特殊性にとじこもったところの，閉鎖的な偏狭な，いわば主観的な林業観から解放するの

に大いに役立った。そして，合理的な客観的な，広い視野から林業を承るという思考方式

をうゑ出す基礎を作った。

だが，このことは,正しく順調に進行してきたであろうか。ものの考え方というものは，

とかく時計の振子のように振れがちなものである。主観派的林業技術観からの解放は，逆
,に客観化一般化の行きすぎとなって，そこではすでに産業一般，技術一般があるだけで，

●｡●●●

林業とか，林業技術とかいう，ものの実体を見失うほどになっていかなかったか。

もし，この誤れる主観派と誤れる客観派とが，互に非難しあう論争が行なわれ，そして

振れ動くところが元の両点への復帰のくり返しであるとしたら，林業技術にとってこれぼ

ど非生産的なことはない。そして，もし，その間に資産くいつぶし型の林業観が生じた
ら，もはや林業技術は壊滅である。

十年ほど前に，森林経理は無用になったかの論がおこったことがある。元来，林業の技

術実践は，採取の技術と育林の技術がバラバラに，しかも肢行的に発展してきており，こ

,れを全体の両生産方式に結合組合わせる技術として森林経理の技術が編ゑ出されたもので
ある。だから，採取と育林の技術が，実践の場で互に補完しあう統一的な再生産技術とし

て，完全に組合わさった時には，正に経理の技術は経営の技術に転換すべきものとなる。

もしそうでない状況の下で，経理の技術が全面的に捨てられたら，そこにはおそらく，一

方では濫伐が，他方では伐り惜しゑというチグノ､グが，堂点と現象するにちがいない。

現実の林業実践の中には，部分的ではあるが，採取と育林の技術結合があらわれかつひ

ろがりつつあることを認める必要がある。だが一方，多くの場面で，この結合が童だ完結

していないことも知らなければならない。

われわれは，林業技術の特殊性を，技術一般論の中に相対的，流動的なものとして正し

く位置づけし，その現段階を冷静に，もちろん世界的な視野に立って象きわめる必要があ
,る。そうしてこそ，林業技術の体系的進歩への力が湧いてくるというものである。
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外地での仕事はうまく行くはずがない。今や日本は世界

屈指の大工業国であることを忘れてはならない。

第二は開発途上にある国鳴rに対する識職不足である。

大エ業国，先進国といっても，その原料はすべてこれら

開発途上の国々 に依存している日本である。これらの国

為が持つ大きな資源を開発する仕事は，日本の経済に直

ちにひびいて来る。アメリカがくしゃみをすると日本が

カゼをひくというが，アメリカばかりに気をとられてい

てはならない。私が木曽の山の中から出て来て，今の会

社に入った当時海外支店出張所の配置表を見て，開発途

上の国々に対する布石がいかに重要であるかを始めて知

った。パリ，ロンドン，ニューヨークに駐在するより

も，未開発資源と取組む方が技術者としていきがいがあ

ると現在の私は思っている。

第三にはエリート意識のあらわれがあることである。

欧米諸国その他で開催される国際会識列席も重要な仕事

である。しかし現場の仕事より高級であると考えるのは

間違いである。こんな考えの人はえてして会議で一言も

しゃべらず，見物と土産物あさりにの象熱心であり，外

遊歴を箔付けの手段としか考えていないようである。い

やな言葉だが「たたき上げ」という言葉がある。授業料

を払うかわりに月給を貰いつつ勉強して，知識技能を身

につけた人のことである。現場はたたき上げにやらせ，

それを統轄して最高指導方針をきめるのが技術者だと考

える人がなくもない。開発の現場作業は，一段と高い所

からの監督だけですまされるような簡単なものではな

い。戦前の官庁は特権事務官が技師を見下していた。開

発途上の国衣の現場へおもむくより欧米に行くのを喜ぶ

気持の中には，現場屋を低く見る特権意識がひそんでい

ると見るのはひが目であろうか。

○ ○○

最近林野庁から発表された｢木材濡給の見通し｣による

と日本の年間木材需要は8,000万Inapそのうち約3,000

万nl3が輸入量とされている。輸入先は東南アジア，北

米，カナダ，ソ連，ニュージランド，ニューギニアと広

域にわたり，近い将来濠州からユーカリのチップすらも

入って来る気配にある。日本の林業は好むと好簑ざるに

かかわらず，国内の森林だけを対象に考えてすむ時代で

はなくなって来た。すべての林業人の眼は外へも向かっ

て注がれねばならない。今迄は輸入材の問顕は貿易業者

にまかせておけば黙っていても轍はたりた・しかし近頃

のように年間3,000万m8もの木材を長期安定的に確保

しようとなると，単なる丸太の買い集めだけでは間にあ

わなくなる。海外の林区伐採権を確保し，開発輸入の形

をとらざるをえない｡伐採の象ならず造林して日本の市

林業人の

海外進出

1

柳文治郎

〔丸紅飯田木材部〕
餌~1
ー

戦前は外国旅行の乗物といえぱぼとんど船に限られて

おり，往復の日数も1月半ぐらいかかるのは普通であっ

た。また，海外へ出かける機会に恵まれる人はきわめて

小数であったから，外国へ行って来た人に対しては，は

たの人も何やら畏敬の念をもって接したものである。し

かし戦後は飛行機の発達により往復の時間が著しく短縮

されて，誰でも簡単に出かけられるようになった。事実

大勢の人が，それも限られた一部の人ということでな

く，全くの仕事本位でどしどし出かけて行くようになっ

たのは大変結椴なことであるb

だが未だに開発途上の国煮へ行くことよりも，欧米に

出かけることをもって最高のあこがれとしている人が一

部にある。特に女性にはそのような人をよく見かける。

もちろん人はそれぞれの好みがあるから，あの国が好き

だ，あそこなら永住してもいいなどと考えることは自由

である。しかし開発途上の国々へ出かけるのは現場屋の

仕事だ。欧米諸国で会議に列席したり，協約をとり結ん

だりするのは，絡式の高い人達の承のよくなしうる仕事

で，高級なものである。というように思い込承欧米諸国

行きをより喜ぶとしたならば，ことに技術屋にこんな考

えがあるとしたならば，これはぜひ改める必要がある。

なんとならば，第一にその考え方の底に外人というよ

り白人に対する弱さがあるということである。何も大日

本帝国時代式に力承かえって威張ることは無用である

が，欧米人に一目おく理由はい蓑さら何もないはずであ

る。白人であろうと中国人または黒人であろうと，皆同

じ人間として対等に付合うという基本的態度でなければ

いけない。これは海外に行くと否とにかかわらず，現代

に生きる人間としての常識である。白人に対する卑屈感
インフェリオリティコンプレックスが残っている限り，

《
一

む
り
曇
■
で
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に，自分はこれこれの仕事なら自信を持ってやれるとい

うものを持つことが必要である。といって学校出には現

場仕事は無理だなどと一方的断定を下しているのでば毛

頭ない。そうだとしたらそれは暴論であり偏見というべ

きである。要は肩書きに頼らず実力で勝負する人でなけ

ればならないということである。

フィリピンでばUP(国立フィリピン大学一一Univer.

sityofPhilippines)出身というとII";きく。瓢実りつ

ばな人も多い。私は彼の地の現場に，泥と汗にまぶれな

がら事業の責任者として実によく仕事をやっている人を

知っている。彼はUP出であることを自身の口には出さ

ず，そういう素振りもしない。一方彼のボス，副社長は

彼と同年輩であるが，こ･ららはいわゆる苦学力行の士で

ある。この二人はよいコンビであり，彼はボスを常に尊

敬している，上役だからというのではなくその仕事に敬

服しているのである。私はここに彼の身を包んでいる教

養の厚さを感じた。天性の人柄もあ患かも知れぬが,U

P時代につちかわれたものといってよいであろう。学校

出だから尊敬されるのではない。学校教育を通じて身に

つけた知識と人間性が人からの尊敬をうあのである｡｢学

校出に何ができるか」とか，または逆に．「だから学校出

でなければ駄目だ」などという言葉は真剣勝負の現場仕

事においては一切聞かれない。学歴とか経歴ではない，

学力であり実力でなければならない。肩鱒きだけをふり

かざして現場に入っても，身の非力を嘆ずる結果となる

の承である。

自分の肩書き地位を利用するのは童だよい。よく私の

所に，「自分は大統領の親類である。政府，軍部，財界

の要人は皆友達だ，この通り」と握手している写真をは

り付けたアルバムを持ち込み，林区開発に関する話を切

,り出して来る人に会うことが多い。森林の内容や事業計

画の話はこの次である。こういうのは得てして仕事の方

はさっぱりである。他人の肩書きがなんで実務のプラス

になるであろうか。どこまでも実際に仕事する人の能力

と経験だけが頼りなのである。

○ ○○

私が始めて現場に到着した時，専門は何かと聞かれて

はたと返事に困った。何もかもうわっつらをかじった，

というよりなめたに過ぎない。過去の私の仕事は森林官

というより，実質的にば営林行政官とでも呼ばれる方が

ふさわしいくらいのものであった。本来の山の仕事に対

する勉強がおろそかになっていたのを，その時になって

悔んだがもう遅かった。苦しまぎれに,｢いや一通りは何

でもやったが日本とここでは環琉条件が全くちがう。伐

木といい更新といい繋現錫作業はその地域の自然条件，

"f:繍轄

ゞ
《

?

＄
フィリピンミンダナオ伐助地(1959年)根張り大きく伐
・採点の高いことに注意，最近はchainSawにより，根
張りを切りはなして伐侭けので伐採点は低くなっている。

場に適した樹種を育成することすら考えねばならないよ

うになっている。日本の林業は国内森林の象ならず周囲

の国痔の森林貴源を考慮に入れて，その基本計画がたて

られなければならないであろう。

こんな時代であるから，林業技術者の海外渡航は次第

に増加している。海外へ行くのは一部のある限られた人

達だけであった時代は過ぎた。誰でも軽い気持で出かけ

て行くことが日本林業を前進させる道である。現地の森

林と林業を身をもって知り，日本の森林，林業を別の角

度から見直すことがこれからの若い人鐡に望まれる。

○ ○○

海外に出かける林業人に要請される資絡はどんなもの

であろうか。それは学歴とか職歴，地位の如何にあるの

ではない。健康にして明朗な人柄であることと，その人

の持つ専門的知識，技能と過去の経験の積欺重ねだけが

蜜格としてものをいうのであると私は考える。豊富な体

験とりっばな技能を持ちながら，学校を出ていないと

か，英語ができないとかいうだけのことであきらめてし

まうことは篭もない。

海外を往復するということは，はたから見るとカッコ

いいように見える。外地給与もたんまり貰えるだろう。

どっさり土産も買って帰えれるだろう。自分は林学の専

門課程を経ている。俺も一つ出かけるかと決心する前
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社会条件に最もかなった方法が取られるべきだ。私は蓑

だこれら諸条件がどんなものであるかを知らないから，

ここでは素人の一年生に過ぎない。これから毎日山を歩

いて勉強する。その上で仕事上の意見も言わせていただ

こう」と返事にならぬ返事しかできなかったものであ

る。

それから毎日山へ出かけて，現場のすゑずみまでくま

なくまわった。言葉はできなくとも実地に見て学べばわ

かるという気持があった。なにごとも人に頼らず，進ん

で自らやることにし，まず環境にとけこむことにつとめ

た。蓄積調査，林道路線選定と測量，トラクターによる

施工，集材主柱木の選定，伐倒造材，集材，積込，運

材，林道の維持修繕，卸し，皮はぎ，計測絡付け，筏

組歌，船積承，これら一貫の作業が常に滞ることがない

か。現時点のネックは何か。労務者，機械の配置は適正

か。仕事が流れるパイプがつまりそうになった時，また

はつまった時の対策を考える。それも一つだけでなく二

段三段の構えでたてておく。こういう対策はやはり現場

にいなければ適切なものができないことが改めてわかっ

た。仕事というものには慣れが必要である。

4という答えを出すためには，2に2を加えればよい

ことは確かである。だがこのやり方だけに限ったもので

はない。1＋3＝4であり，1×4＝4でもある。22＝

4といくらでもある。仕事の場合どんなやり方をすれば

よいか，その場その時の条件にもっとも適した方法がと

られねばならない。いつも2＋2＝4ではいけない。2

＋2のかわりに1＋3とするか2＋1＋1にするか，い

かなる項の配列とするかが仕事の段取りである。これは

謙虚に実地に学ばねばならない。

仕事の計画はあくまでも計画である。計画は実行の過

程において遂次変更されながら進められる。細かい部分

の設計変更なしに完成する仕事などあり得ないといって

よい。だから調査とか計画をする者は，調査計画マンだ

けに留まらず，自分でそれを実行することが望童しい。

そうなると少なくも2～3年は駐在を覚悟しなければな

らない。事情が許せば家族帯同が当然である。しかし現

地の事情または家庭事情でやむをえず単身で行くことの

方が多いのが開発現場の仕事の常である。その面での不

自由，苦労も多いが，仕事は自分でやって承ればわから

ぬものである。

海外生活と聞くとはなやかさが頭に浮かぶ。外交官，

商社駐在員として出る場合は，確かに生活も派手であ

る。だが現場に行く技術者は僻地で汗と泥にま承れる山

馨しで，孤独にも耐えて行かねばならない。失敗も必ず

出て来るだろうが，これにくじけぬ頑張りが必要であ

る。試行錯誤というが，成功に至るまでにはいつの場合

でも幾多の失敗が繰り返されているものである。失敗は

これを反省し将来に生かしうるならば，かかる失敗の経

験もまた楽しからずやということになる。

憤れないうちの1年は非常に長く感じられる。しかし

言葉も覚えて仕事に慣れて来ると次の1年はまたたく間

に過ぎてしまう。この間に楽しゑといえば，次盈に仕事

が進行して行く喜びだけである。仕事に身を打ち込むだ

けだから体力はかなり消耗する。しかしそのかわりに貴

重な経験が得られる。外地手当も多少は残るかもしれな

い。だがこれはあまりあてにしてはいけない。留守の間

に日本の物価は想像以上にはね上がっているのが常であ

る。

海外に進出する林業人にとっては，仕事が第一の目的

でなければならない。はなやかな海外生活とか，外地手

当というものをあてにしてはならない。未知の土地に新

しい体験を求めることをもって喜びとする人であること

こそ必要である。海外へ行って来たということだけで

は，誰も相手にしないであろう。要は外地でどのように

自分の仕事をやりこなして来るかである。

心せねばならぬことは，現場の仕事は狭い地域社会に

限られていることである。ともすると井の中の蛙になり

やすい。自分の経験の範囲内にとじこもっていては，せ

っかくの貴重な経験も死んでしまう。経験の上に立って

常に広く遠く外を見渡し，よりよき道を求める努力あっ

てこそ経験が生きる。そしてその厚象と広さも増すこと

になる。しかし一生かかっても体験する範囲はたかがし

れている。経験だけが総てではない。専門外の現地訪悶

者の言から，はつと反省させられるような示唆を受ける

ことも少なくないのである。

○○．○

すでに与えられた予定紙数も尽きかけた。当初北のア

ラスカ，カナダ，南の東南アジアから濠州，太平洋諸島

にかけてわれわれ林業人がどんな仕事をしているかを，

お知らせするつもりであったのが，何時の間にか脇道に

入ってしまったことをおわびしたい。これは私自身の自

己反省の記録である。ひとごとのようにえらそうに言っ

ているのではなく，自分が海外生活を体験する以前に持

っていた考え方に対する反省である。
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林道における現代的課題 るという資料がある。表－1からわかることは，規格林

道の建設単価は規格外林道のそれのほぼ10倍くらいに達

するということである。

(2)こうした相違の原因は林道の構造物自体に求められ

るようである。筆者の知るところでは，規格外林道は，

その幅員や搬出上の機能の点においては，規格林道と臆

とんど差は象られない。ただ明確なのは，側溝や，場所

により設けられる擁壁などの構造物を欠いたり，また路

面でのバラス量が規定量だけ入らなかったりする構造上

の格差であり，主としてこれらが建設単価の大きな開き

の原因となっている。

林業基本法第10条第1項の定めるところにより，昭和

41年4月1日閣議で決定された林道に対する長期計画に

よれば，昭和65年までに国有林，民有林を合わせて全延

長を18万kmとし,13.6m/ha(理論的林道密度もこの値

をとっている）にまで林業の生産基盤としての林道を整

備拡充していくことを決めている。

わが国の林道密度ば，現状では国有林が3.7m/ha,民

有林が5.2m/ha程度であり，これはヨーロッパの林業

先進国における40m/haに比べるときわめて少ない。た

とえ日本の林業が無批判に諸外国な承の数量を目標とす

べきではないとしても，林道こそ林業の生産基盤となる

のだという観点に立ち，林業が当面その基盤整備のため

に，この程度までば必要だと認めた数量は13.6m/haで

あること，そして，これはわれわれの緊急目標でなけれ

ばならないことを改めて考えてみる必要がある。

ところで，この規格林道による林道の目標数量達成に

どのくらいの年数を必要とするであろうか。国有林に例

をとって拳ると，こうした林道に対する昭和41年度の年

間予算は約93億7千万円であり，表－1の平均建設単価

7,566円を採用すれば，年間予算で建設しうる林道の延

長は，国有林の開設目標額41,600kmに対してわずかに

1,240kmにしか達しない。したがって13.6m/haという

目標だけでも，林道新設予算が将来ともほぼこのままで

推移する場合，実に35年先の話という計算になる。昭和

65年を目標とした林道の開設数量は，国有林，民有林を

合わせて約11万kmであるといわれる。これがすべて構

造上,規格林道として開設される場合は,おおよそ8,323

億円の投資を必要とする。こうした巨額の投資は林業の

自己資本でばまかないきれず，主として積極的な公共投

資に依存しなければ難かしいこと，また，林j覚建設にあ

たって，何らかの工夫（後述）が必要であることを認識

させるに十分であろう。林野庁調べによる過去3カ年

(S.38～41年）の新設予算は年間平均5影の伸び率を

示しているが，一方，これによって新設される林道の総

下
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4．規格林道と規格外林道

林道規程は林道構造についての一定の規格を定めたも

のであり，国有林では，この規格にそったものでなけれ

ば林道とは呼ばず，規絡外のものば，たとえば作業道な

どと称して林道台帳には登録されない。では，この二種

類の林道がその構造，建設単価，機能などにおいて，ど

れだけの相違をもつものであろうか。

(1)まず林道の建設単価である。規格林道と規絡外林道

（作業道等）間の格差には，そのおおよその目安として

表－1を示すことができる。林道の建設単価は建設にか

表－1規格林這規格外林道の新設、当たり単価の推移

国有林（円）

■
■
■
Ｐ
Ｇ

作業道平均単価

“|翌欝雪鴛製’
378，9305，5576，496

388，9556，7487，577

398，6726，4397，271

40--7,680

41－7，566
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（注）昭和41年度規格林道新設費の各営林局実行平均値の
最高ば17,064R/m

媛低は3,849PJ/mである資料：林野庁業務課

かる地形や地質などによりかなりの幅で変化するため，

個為に論じてもそれほど意味がない。これらの数値をよ

り一般化して語るために，国有林の資料からはその全国

平均値を示した。なお，自力で開設能力のある私有林で

",M林産KKで900円/m(4.0m幅員),I林材KKで

600円/m(3.6m幅員）の費用で規絡外林道を開設でき

、
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延長は，むしろわずかながら低下の現象を示しており，

林道予算がここで非常に大幅な増大を示さないかぎり，

上述の数値を大きく上回ることもまず難かしいと考えな

ければならない，われわれは，林業の生産基盤ともなる

べき林道の整備拡充に，またその当面の目標達成に，わ

れわれが生きてきた昭和の年代にほぼ匹敵するだけの悠

長な年月をかけてよいものであろうか。筆者はこ.の点に

大きな疑問を感じるし，同時に生産槌造の改善のために

表越えなければならない大きな壁がきわめて気になるの

である。

林野庁では，昭和39年2月14日付林道規定の運用につ

いての局長宛通達で，「林道として比較的利用度の少な

いものを対象に林道構造基準のわくを少しゆるめ（待避

場所，曲線半径，順，逆勾配などの項目について）低規

格の林道を認める」ことになった。この適用をうけるも

のは，二級林道に相当する事業林道，管理林道である

が，ともかく安い林道への一つのパイプが通されたこと

はたしかである。筆者はこれに対し，つぎの提案を望ん

でいる。現行の林道規格を一定期間解除するか，または

上記低規格クラスの林道を積極的に推進することであ

る。これについては次章でのべる。

ては，どちらも変わっていないのである。国有林や補助

金対象の林道を染ていると，自然条件のよい場所でも，

またそれが悪いところでも，同じ構造の林道を作設して

いるのが現状だと思われる。それは林道規程によって，

開設林道が榊造上の制約ときびしい検収をうけるからに

ほかならない。良質の林道をつくることこそ，われわれ

の理想であるとしてもわれわれは条件のよいところにま

で良質の林道をつくるだけの予算的な余裕をもたない。

以上のことから，林道規程についてつぎの提案を行なう

次第である。

(1)林道について構造上の規格基準を一定期間（当面の

生産基盤が強化できるまで）解除すること，（2）現林道

規程の大幅な改定を急ぐ．ことである。すでに述べてきた

ように，林道における交通量の増大，車両の大型化とい

う現象と峰越林道や大幹線林道の進出という事態は，本

質的には林道構造そのものに，より高級な椛造基準を要

求し，かつそれを必要としているからである。つまり，

現在の林道規程はいずれにしても中途半端な位置におか

れているということなのだが，筆者はそれらの中で，実

行上の可能性の点から前者が優先されるべきだと思う。

なぜなら，これまでの林道政策の主流を一挙に大幹線林

道の拡大に方向変換させることは実行面でも，予算面で

も難かしい問題があると考えられ，林業が（規絡をはず

した）経営林道による費本装備を高めつつ，次第に大幹

線林道の拡大と，これによる統合にすすむべきだと思う

からである。

2．簡易林道の積極的な推進を望む

現代の林道には，（1）林業経営の近代化に対処する生

産韮盤の早期拡充という意味での林道が現在数量的に大

幅に足りない。これをどうするかということと，（2）車

両の大型化と交通量の増大にともなう高級林道への要

求，という二つの大きな課題があるように思われる（こ

の後者の要請と簡易林道峰述）の積極的な導入は一見

矛盾するように承える。だが，後述のように簡易林道が

構造的に将来高級林道に移行しうるという可能性と，そ

れへの前提において決して矛盾するものでない)。しか

し，こうした資本装備に関しては，予算上の十分な裏付

がないかぎり，この両者を同時に満足することは難かし

い･なぜなら，それば相互に相反する要素をもっている

からである。そこで林業が企業間絡差の是正と，しっか

りとした生産基盤の確立を可能にする間，後述の対策を

前提として簡易林道（便宜上，低規格林道と規格外*艫

を含めたものを指す）を積極的に増大していくことが現

代のわれわれにとりうる，より確かな方策ではないかと

考えるのである。簡易林道の織造は平坦地では側溝を，

‐
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5．現代の林道政策への提案

1．中途半端になった林道規程

現林道規程に見られる内容は，すでに見てきたように

本質的には，いくつかの改善すべき要素をかかえていな

がら’また他方では，林道予算およびその伸び率から承

るかぎり，林道の構造規格そのものが林道の蒋漫的な増

大に大きなブレーキとなっているのではないかと思われ

る。では，これを解決できるものは何か，その一つは根

本的にば林道開設の予算を大幅に認めることであり，そ

の二は現状の予算わく内で織旨的に類似した林道をいか

に多く入れる工夫をするかのいずれかであろう。ところ

が，われわれに期待できる道は残念ながら後者でしかな

いようである。だとすれば，現在の構造規格はむしろ投

賓力のわりには高い基準を与えていることになり，かつ

規絡の低い林道の進出を妨げているということにならな

いであろうか。これが一つの論点である。

筆者はかつて2，3の私有林で自力開設による1,000

円/m以下の林道の実例を見たことがあり，その際，地形

地質においてほぼ同類の場所で補助金により開設された

101000円/mの規格林道も同時に見学し,比較する機会を

得た。両者の相違は側溝や擁壁などの構造物が組まれて

いるかどうかという点にあり，路面にはほとんど大きい

差はみられなかった。もちろん林道としての機能におい

《
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また勾配のあるところでは十分な縦断瀞を配する以外，

原則として余分な構造物を省くことを前提としたい。建

設費は平均2,000円/m(10年後に生産基盤の確立を根拠

として）を目標とすることである。国有林の低規格林道

は，規格林道の平均建設饗（7,566円/m)の苑～粥だと

いわれ，建設費の点から，ほぼ低規格織造のものを開設

できると考えてよい。ここで単価は平均値として述べて

いることに注目されたい。

昭和40年に筆者は岐阜県道路課の案内で県下の簡易舗

装道路を見学したことがある。簡易舗装の櫛造は一般に

表層と路盤からなるものであるが（高級舗装は表層，基

層，路盤からなる)，県ではこれを試験的に導入し，次

第に舗装道路としての効果と実績をあげ，今日ゑる簡易

舗装の基盤をつくった。そのエ事単価は昭和41年の賓料

で新設1,100円/In21年なの補修饗(全面補修と局部補修）

50円位3であるのに対比して，高級アスファルト舗装は

2,500円/m2でその約2.5倍が必要となっている。簡易舗

装は満造的に弱体で，そんなものはと思われる人達も多

いことだろう。たしかに高級舗装にくらべて，路面のい

たみやすい欠点はある。その反面，路面の補修はきわめ

て簡単であり，その費用も上記の数字に承るように非常

に安い。つまり高級舗装の約2％の饗用があれば，年を

安価な補修費を計上しておくだけで，機能的には商級舗

装と同じ効果(この点が利用者にとって重要である)をそ

の簡易舗装道路に期待できるということに犬きな利点を

見出すこ･とができる。昭和41年現在，岐阜県下ではこの

ような簡易舗装の延長は1,437kmに達している。もし，

その予算をすべて高級舗装の建設に髄きかえていたら，

その延長は現在のおおよそ1/2.5(590km)にしか達しな

かったであろうし，県下の自動車交通はもっともっと悪

路による交通渋滞をきたしているであろうことが推測さ

れる。この事例を紹介するにあたって，筆者の意図する

ところは，この種の簡易舗装を林道にも導入せよという

ことではない。限度ある予算をいかに無駄なく,･重点的
握，有効に使うべきであるか，この点について一つの学

ぶべきものがあるということにある。

そして機能的に同じ意味をもつ簡易林道の稜極的な拡

大こそ現代における林道の結論ではないかと思うのであ

る。だがこのような意見に対して，いろいろな反論もあ

ることであろう、その重要なものの一つは，規格を下げ

た林道によって災害が起きなければよいがという心配で

．あり，また中途半端な林道をたくさんつくってもという

人達がかなり存在することである。だが，筆者はこうし

た見解こそ林業の前向きの発展に少なからぬブレーキ役

をつとめていると思っている。なぜか，それにはいくつ

かの理由をあげえよう。（1）まず予測しえない天災に対

しては，たとえ高規格の林道でも安全性には限度があ

る。(2)つぎに低規格林道のために，それが原因で災害

が起きたという実例を現在染ていない。（3）さらにより

重要なことは，自然災害を心配される箇所があれば，技

術者が当然それなりの手当を考えるということを見逃し

てはならない。安全性について，どの程度で満足するか

ということは，現場技術者の価値判断に基づく比較観

（自然条件のよいところに，しっかりとした構造の林道

がいるかどうかなども比較観によってはじめて決められ

る）によって解決されることが必要であろう。結局，安

全性の問題は規椿林道ということで満足できるもので健

ないのである。

筆者は同時に，この簡易林道の積極的拡大に.ついては

つぎの対策を前提とすべきだと考えている。なぜなら，

この前提がなければ，簡易林道の拡大はいわゆる安もの

林道の拡大になりかねないからだ。

(1)初期投資の大きい規格林道を新設できたとしても，

あるいはそれがより高級林道だとしても，少なくとも

2,3年はその林道の路面，路盤の安定化は難かしい。換

言すれば，新設後において必ず手直しの仕事が生じ，さ

らに年左の維持費を見込まなければならない。ちな象に

国有林では，林道の維持管理について開設投資額の平均

3％程度を年狗計上するよう指導している。だとすれ

ば，初期投資において約'/3～'んですませようとする簡易

林道をまず開設し，この林道路面の自然安定化をまちつ

つ補修費を投入して，除女に路面の安定した林道に移行

させていく方策がとられてよい。これにより昭和40年代

に生産基盤が確立できるということも不可能ではないと

さえいえる。

(2)林道のもつ機能は，初期投資が大きいかどうかでき

玄るものではない。むしろ大切なのは，開設後の維持管

理の仕方の方に問題がある。安い林道をつくれば維持費

ばかりがたくさんかかるだろうと推測されるかもしれな

い。だが，規格林道と同程度の機能を期待するのであれ

ば，それ程高い維持饗は考えられない。たとえば，林道

の維持管理をブルドーザ，トラクタショベルなどの機械

力に置き換え，能率的に処理していくことを仮定して

も，前記計上の維持費約300円/mがあれば大体まかない

うる計算になろう。ただこの場合，保線夫などにみられ

る作業員の取扱いの問題と機械技術者が確保されている

ということを前提としなければならない。したがって当

局では，こうした技術者を早急に養成することも必要

（請負の場合は別だが)であり，これまでのトラック運転

手などを次第に転用していくことも一つの方法である。

－7－



(3)さらに簡易林道を雪国地方ではどう受けとめたらよ

いかという問題もあろう。筆者ばこうした地方の実態に

明るくないが，融雪期に承られる障害ば規格林道と簡易

林道の間で決定的な相違が承られるとは考えられない。

むしろこの両林道に共通していえることは,融雪期にお
ける林道使用は禁止すべきだということであり，林道の

使用期間,使用計画にこそ注意が向けられるべきである。

3．先行投資思想と林道開設

わが国の林業は，先にのべた簡易林道の積極的な採用

とその推進により，早期に生産基盤を確立し，林業の体

質強化を行なうべきであり，その後で林道が目指すべき

方向に漸次移行していくべきであろう。しかし，ここに

林道投資に対する一つの障害が存在している。それは何

か，ある人達の間に象られるように，林道の当面の目標

数量13.6m/haは伐採計画に合わせて順次すすめて行け

ばよく，早急にそれが達成される必要はないという考え

方である。そしてかれらの見解を支えるものは，多分に

('）直接収穫に結びつかない先行投資的林道はとてもつ

くれないという考え方と，（2）潜在的には林道は採取の

たあにこそあるのだという見解によるものである。だが

筆者は，これらについてつぎのような理由から反対であ

る。1）まず上記の数値13.6m/haiX,ある地域では大

きすぎたりあるいは小さすぎたりすることもあろう。し

かし，それは林内作業の機械化をすすめていくことを前

提とした場合のわが国林業の最小平均値だと考えるから

であり，2）つぎに，これ童での林道投資が収穫のため

の資本投入という形で行なわれてきたのは，本質的には

採取刺業的な思想に立脚しているものと考えてよいから

である｡

林道の投資効果については，林業以外の効果をも考え

るのが一般であるが，とくに今林業という単一目的に話

を限定して考えて承よう。国有林を例にとれば，林道投

資へのよりどころは伐期を迎えた林地の直接の収穫に求

められており，収穫と結びつかなければ林道はつかない

仕組である。したがって，収穫期に達しない林地への林

道投資は先行投資という思想でブレーキングされてい

る。林道投資へのよりどころはもっと一般化して考えて

よいのではないか。たとえば，その一般的評価の方法と

して年間の林地生産性ma/ha(これは現林分の成長量が

該当する場合もあろう，しかし一般には，その量は可変

のものとてし取扱うことができるという点で単に成長量

とば異なるのだが）を考えることである。すなわち,ha

当たり年間何nl3の生産が可能な林地か，あるいは将来

その林地に年間どれくらいの生産性を期待できるか（こ

れにより投資限界も変わってこよう）ということに投資

の根拠の一つを見出すということである。この考え方を

とれば，極端な場合，現在無立木地のものに対してすら

目標生産性m3/haをいくらに決めるかにより，林道投盗

の正当性を主張できないことはない。それはさておき，

林道投資への評価の仕方を変えていくことにより，林道

投資への一つのブレーキとなっている，そういう意味で

の先行投資思想をはるかに後退させることができ，かつ

林業目的という側から，林道投資への根拠をより普遍化

できるのではないかと思われる。

4．峰沿林道の推進について

*艫にはいくつかの種類がゑられるが，何を重点的

に，どういう順序で入れていくべきかということは目的

意識があって始めて決定できることであり，またそうし

た政策によって最も大きい投資効果が期待できるはずで

ある。国庫禰畑金林道においては，昨年度まで実に7種

類の林道がきめこまかに規定され，林道開設を細分化

し，政策目標すらきわめてあいまいになっていた。しか

し，昭和42年度より大幹線林道，幹線林道，一般制鍾の

3種類に統一されたことは，はっきりいって一つの前進

であったといえる。だが，ここにもう一つ重点政策があ

ってよいのではなかったか。先に象てきたように，林道

の開設計画は峰沿の大幹線林道（林業だけを目的としな

い)から出発し,これを大動脈として経営林道の開設へと

進むべきであった。そして，より多くの林道投資がこれ

までに行なわれているべきであったと思う。この順序を

誤まった結果，林業に大きな産業間桔差，地域格差が生

じてきたのだという見方もできよう。だからといって，

いまその順序を一度に逆転することはいろいろな意味で

難かしいことだとおもう。なぜなら，生産基盤の確立の

ための経営林道がまだ大幅に不足しているし，林道政簸

を急旋回させることもいろいろな不都合が生じると考え

られるからである。経営林遊的意味をもつ簡易林道の穣

極的推進は，これらを背景とした漸定的な方策でしかな
●

い。簡易林道の後にくるものは，やはり先にみてきた林

道本来の発展方向である幹線的峰沿林道の祇極的開設で

あるとおもっている。そしてこれを母体として，経営林

道を有機的に組織化していくことではないかとおもう。

だが峰沿林道には,林業以外の地域経済の発展に多く
の貢献度が期待できるはずであり，公共投疑林道とし

て，全額国庫負担による積極的な導入が詮とめられるよ

う，そうした努力が当局側で一日も早く実を結ぶことを

願ってやまない。

5．舗装問題を塁験0に検討せよ

林道と舗装の問題はすでに詳わしく見てきたところで

あり，とくに部分舗装的手法が当面の課題となりうるこ

一

心

●

縄
ー

■
↑

●
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表－2日本林学会における研究業績の推移
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(注）（1）昭和37年がとくに多いのは10月に岩手大学で特別学会が開かれたため
（2）林産関係のものは省略している
（3）防災がとくに少ないのは，砂防学会が別個に存在するため

顔色

？

とを述べた。

林業が峰沿幹線林道への進出と，それらによる林道網

の組織化を望んでいる現在，路面の舗装問題ばそれが全

面舗装という形でなくとも，あるいは公共投資林道の考

え方が浸透していく過程において早晩起きてくるものと

思われる。「ころばぬ先の杖」という諺がある。それが

本当に必要となっなとき，それに即応できるだけの内部
の充実を図っておくことは大切であろう。なぜなら，（1）

林道は一般道路の場合と比べて地形，地簡などを含む自

然条件がかなり違っており，その手法，材料において

も，林業独自の舗装が考えられる可能性がある。(2)つ

ぎに林道舗装のための技術者の饗成と確保である。これ

までの林道に比べて，舗装にはもっと筒級な技術が必要

となるにちがいない。発展への期待の大きいそうした分

野にわれわれ林業技術者が定着し，生きるべき新しい側

面が確立できるようにということである。これらは大い

に検討していただきたい。

筆者は専門外の内容と，その質について決して明るく

はない。だが少なくとも量数的には林学界，林業界にお

いても十分その成果を活用できる段階にきていると象て

いる。換言すれば林学，林業に関する知識は上表で示す

ように，これまでかなり十分な蓄積が行なわれてきたの

ではないかということである（もしその蓄積された知識

が内容的，質的に大きな欠陥をもっているものであると

すれば，林学研究者は謙虚な反省と，将来への研究のあ

るべき方向をここに改めて検討して承る必要があると思

うのだが)。

これは本稲が扱った林道ひとりに関することではな

く，林業全体が抱えている課題に対して，その解決のた

めに現代こそ，われわれは上の蓄積を大いに活かすべき

であり，また活用するだけの知恵を必要としているよう

に思えるのである．その活用次第によって，林業の近代

化，あるいは産業間格差の是正への道も意外に早くひら

けるのではないだろうか。

■

＝

番

誤植 訂 正
6．蓄積された知識とその活用

最後につぎの表を提示して，この稲を終えたい。表－2

は日本林学会大会，および日本林学会誌でそれぞれ研究

発表された件数を過去10年(昭和31～40年)にわたって集

計し，その研究業繍の推移を数量的にとらえたものであ

る（この他各支部林学会で行なわれたものを含めると，

その数量は2倍程度に達すると推定される)。錐者がこ

の表を示そうと試象たのは，（1）林業の発展に林学がい

かに寄与すべきなのか，また寄与すべき基となる実繊は

どのような発展をしてきたか，その外観を知ることであ

り，（2）かつ林道のもつ課題というものを，林業全体の

中でとらえてみたかったということからに外ならない。

下記の通り誤植を訂正し，詣詑び申上げます。

No.30811月号（本稿上）
隼
匪

三

I
誤り正

(1)P.8右側1行目経営→経験

(2)P.9左側1行目林業は→林道は

(8)P.11図-2棒グラフ⑪舗装林道→舗装道路

(4)P.11右側上から24行目（走行料×→（走行粁

上記の中で(3)の,舗装林道というのはあり室せんの

で，とくに誤解の原因となりそうです。

－9－
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殖に費す了るとともに，肉用牛飼養農家が肥育に専念する

ことに効果あらしめようというものであり，これと併行
して，草資源の活用ないしは造成の場に，土地所有権等
の権利問題，地代負担問題等の起こることの少ない，国

有，公有の森林を開発利用することが，関係方面に強く
認識されはじめてきたのである。

（2）国有林の役割

国有林本来の役割は，増大する木材の需要にこたえる

ため今後とも国土保全を図りながら森林賓源を充実して

ゆくことに変わりはない。

一方前述のような国有林等の森林を畜産的利用の場に

供しようとする立場からの，今日的要請とを同時的かつ
一調和的に実現することの実験を行なうことも，その必要

に迫られてきた。ことに最近混牧林経営が一部の民有林
で行なわれ出したが，それは萠芽的かつ小規模のもの

で，技術的にも，経済的にも未解決のものが多い。

しかしながら，国による子牛生産の必要性と，国有林

野における草擬源の活用，造成の結びつきだけでは，国

有林野事業が直接に子牛生産を行なう理由としては不十
分な点が残る。

これに付加するに国有林の中にある全国に分布する営

林局署の「経営管理組織」があり，その組織を動かして

いる「人」がいるということではないかと考える。「人」

は単に数の意味ではなく国有林には大正5年馬産限定地

を陸軍省と共同で設髄して，それ以来第二次大戦終了ま

で，混牧林経営の技術によって，草資源の活用や造成を

担ってきた歴史があるが，その「担い手」となる可能性

があるということに理解すべきであろう。（参考文献

林業と肉用牛経営274～275頁）
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昭和42年度より国の施策として，林野庁と畜産局の協
同の下に始められた，肉用牛生産育成実験事業の概要
を，ご参考までに述べさせていただきますも

脳

●

1．実験事業実施の背景

（1）肉用牛の減少対策と国有林の活用

最近における食生活の高度化に伴い，食肉の需要は増

大の一途をたどっている。一方股家の役畜，あるいは役

肉兼用として飼養されていた肉用牛飼養頭数は，農作業

の機械化による役畜需要の減退あるいは農村労働力の流
出に伴い，肉用牛の飼稚戸数，頭数は昭和30年を100と

すれば，昭和41年は飼穫戸数で51％，飼養頭数で60％に

減少（第1表参照）して，ひいては，価格の高騰を招来
し，国民経済上，食生活上大きな問題化してきたのであ
る。

2．肉用牛に対する若干の予備知識

（1）牛の用途別品種

（ｱ)乳用種ホルスタイン，ジャージー，ガーンジー

エヤーシャー，プラウンスイス，シンメンタール

（ｲ)肉用ショートホーン，アバーデンアンガス，ヘ

レフォード，デボン，シャロレー

㈲役用インドウシ，黄牛，朝鮮牛

（ｴﾘ役肉兼用○黒毛和種，かつ色和種，無角和種，

○日本短角種（注）○印は国有林で飼養する肉用牛

（2）肉用牛の飼育サイクル畷準的の形態）

駕繍蕊葱“
（注）1産1仔の生産である。普通5～6産で更新する

＝

第1表肉用牛飼養戸数および頭数
ー

飼養戸数

千戸
2，280

2，031

1，435

1，163

頭

麹
干
函
迦
睡
師

養
２
２
１
１

１
Ｊ
ｊ
夕

飼’
１
１
１

｜
釦
記
如
虹

次年 ｜％｜’
一
血
弱
刀
的

％ 日

’100
90

63

51

二

。

（注）幾林省統計鯛査部嫁畜飼養の概況」による

以上の経紳にかんが承，政府では従来から長期かつ安

定的な肉用牛の増産対策を推進してきたが，特に新たに

識ずる施業の一つに公的機関，なかんずく国による子牛

の生産育成があり，急拠拡充されなければならないもの

に，草資源の活用ないしは造成があった。これは子牛の

生産育成を公的機関が行なうことによって，肉用牛の増

－10－



12カ月11カ月0カ月一一

放牧期間4カ月の地帯（北海道地帯）では舎飼期間の

ために，1日で2.67日分の飼料を貯蓄しなければならな

い。寒冷地帯であればそれだけ牧草の採草地も広く必要

とするわけである。放牧期間6カ月の所では，1日で

1.2日分で4カ月の場合に比べて労働負担は苑以下とい

われている。全期放牧期間であれば，飼料貯蔵労働は不

要で，牛の管理労側力だけでよいことになる。（参考文

献。牧野研修の際の研修ノートより）

(3)肉用牛の飼料および1日の給与量(標準的のもの）

|月齢’ 飼料と給与量種別

嶬乳中篭鯉議鑿擬焉脇獺
〃

夏期生草12～18kg
当歳 ‘~'2月”冬期{羅飼歸譲鰯鍔

3．実験対象地

昭和42年度から実験事業を行なう対象地は，第2表の

4カ所に決定されている。

第2表実験対象地

ｇ
蛇
坐

ｇ
ｋ
５
－
↓

砥
８
－
３

４
－
２
料

一
６
等
飼

郵
韓
汚
鍔

生
ｉ
１
１

期
期
製
冬

繁殖
雌牛

冬

（4）肉用牛の飼養コース

出生→哺乳期間一一→育成期間一→成牛

！←････……･…･→|←……．…･…･→’
約6カ月約10～12カ月

霊蕊識綴繁
（5）肉用牛飼養の経済性

（了1肉用牛飼養のバランスシート

販売価額＝仔牛購入価額十経営費十肥育費十利益

｜
幟
”
一
岬
畑
州
岫

営林局営林署｜所在地
青森盛岡岩手県岩､“P玉山村

前橋郡山福島県安稜郡熱海町

大阪新見岡山県新見市，阿哲郡大佐町

熊本加治木鹿児島県姶良郡栗野町，牧園町

領

a

4．実験事業の目的

実験事業は，国有林野において森林生産との調整を図

りながら，肉牛用牛の増産対策に資するため，肉用牛の

生産育成事業に関する実験を行なうことを目的とする。

（用語の定義）肉用牛の生産育成とは，繁殖牛から生

産した子牛を,雄については肥育蕊牛として,雌につい
ては繁碓壌牛として，生後6カ月程度まで育成すること

をいう。

(注）したがって，販売価額を高くでき

るか，または，よい仔牛を安価に購

入し，施設費，飼料喪，飼育費を安

くすれば，利益は大となる。このた

め，麺阻放牧や多頭飼識:考えられ

ている
勇
一
販
売
価
額

（ｨ)牧草の付加価値生産額

、販売高1頭20万円とする。

⑤牧草所要量(生涯)50t

（成牛換算2.5頭×20t/年間）

＠経営費14万円

（仔牛価額十肥育費＝10万円その他4万円）

、利益6万円（20-14＝6）

＠利益率30％（6万円/20＝0.3）

①牧草t当たり付加価値生産性1,200円/t
（6万円/50t)

（ｩ)放牧期間に舎飼期間の関係

放牧噸採草期間舎飼騨(C)/(B)(B)

4カ月3カ月8カ月8/3＝2.67

6〃5〃6〃6/5＝1.20

8〃7〃4〃4/7＝0.57

10〃9〃2〃2/9＝0.22

5．実施の方針

（1）実験事業は国有林野事業の一環として，経営計画

に基づき林地の保全や森林生産力の低下を来さないよ

う，その維持を図りながら肉用牛の多頭生産育成を行な

い，実験事業の合理化を図って，技術的経済的に目的を

達成するよう努力を払うことが必要である。

（2）実験対象地の選定については，「肉用牛生産育成

事業実験対象地選定基準｣(昭和41年10月8日付け41林野

業第85号）に基づき，避定された候補地につき，自然的

条件等を調査するとともに，地方的配蔽等を考臘して，

実験内容を象たすに足る立地を選定する。具体的には林

鰯予，畜産局の共同調査結果を，実験事業運営委員会に

おいて審議し，最終的に林野庁長官，畜産局長が協識し・

て決定せられている。

（3）実験期間は5～10カ年間である。

一
季

■

G
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(4j森林施業と肉用牛飼養の調整は次の方式によって

行なうこととしている。

（ｱ)定置方式．．…樹種,林齢,植栽方法,保育方法等
の組承合わせによる各種の施業方法によって，樹冠のう

っ閉に伴う草量の低下を防ぎ，単位あたりの家畜の飼養

頭数の維持を図りながら肉用牛を飼養する方式

（ｲ)輪換方式．．････伐採齢に達した林分を毎年連続して

更新することによって発生する幼齢造林地における野草

を対象として，逐次循蝋させながら肉用牛を飼養する方

式

（ｳ)脈衷方式…･･･定髄方式および輪換方式の組糸合わ

せによる方式

しかしながら現実の対象地には，上記のような型どお

り純粋の方式が行なえる森林は得られないので，今回の

対象地でも，盛岡と加治木が輪換方式；郡山と新見が定

置方式に近いものとして施薬せられるであろう。

（5）飼養形態は，原則として林地内多頭放牧を行な

い，冬期降雪等によりやむを得ない場合に舎飼いとす

る。夏期の飼料は林内野草地へ放牧するので足りるが，

冬期越冬用の飼料として，対象地内の適地〈伐採跡地，

未立木地等）に牧草地造成を行ない，ここで生産した牧

草を乾草，埋草（サイレージ）として給餌するので，牧

草地箇地を開墾し，牧草栽培を行なわなければならぬ。

この牧草地（一部は改良草地）造成の成否が，越冬用飼

料の鍵をにぎることとなり，導入頭数を決定づけるし，

また牧草栽培の経済性が，この事業の経済性に大きく作

用するわけである。

なお聯業を合理化し省力化を図る建前から，できうる

限り機械化することとしているので，牧草栽培も機械作

業単位以上の対象地には大型牧草機械を導入することと

し，できるだけ多頭飼育の給餌に適する自由採食装置を

採用することとしている。

（6）生産育成された子牛等の販売については，地元家

畜市場へ適正な価絡をもって供給される。

付)飼誕の経済性関係･…･･肉用牛の経済性林木生産の
経済性

（3）国有林における肉用牛飼養と地元経済との関係に
関する事項

例地元市町村の肉用牛飼養戸数，頭数および，飼養

形態におよぼす影響

ff)地元市町村の肉用牛飼蕊の管理技術および飼料生

産技術におよぼす影響

（ｳ)地元市町村の肉用牛の取引伽格におよぼす影響

7．実験実施計画の編成

（1）営林局長は実験事業の目的，実施の方針に従っ

て，実施計画瞥を作成し，林野庁長官の承認をうける。

その内容は次の事項である。

（了)森林施業に関する計画，（ｲ)土地利用に関する計

画，（ｳ)施設に関する計画，（工)肉用牛の飼養および飼料給

与に関する計画，㈱管理運営に関する計画，駒)収入支出
に関する計画

（2）営林局長は実施計画を作成しようとするときは，

地元農林業および畜産の概要等を調査するとともに，関

係営林署長，種畜牧場長，その他関係機関および地元関

係者の意見をきかなければならない。

一

ｂ
毎

。

8．事業の予定と実行

この事業の予定繩および実行簿は，国有林野経営規程

の第37条第1号の調査予定簿および第48条の第1号の調

査実行繩として取り扱う。また予定簿の類種および様式

については，長官通達として別途定められた。

9．経営計画との関係等

（1）経営計画を編成する場合，実験対象林地について

ば，蔓試験地、として第1種林地に編入し,牧草地は、除

地、とし，類種は、付帯地、とし，種別は、草赴、とす

る｡

また実験実施計画のうち，森林施業に関する計画は，

経営計画におりこむものとする。

（2）立木竹の伐採，森林の更新および林地保全等の森

林施業に関しては，営林懇長はこれにあたり，放牧によ

り林地の持つ機能がそこなわれないよう，十分調整を行

なう。

ｰ

■

6．実験の内容

実験は次の事項について行なう。

（1）森林の牧養力および放牧による被害に関する事項

伺林分撒成と牧養力の推移，（ｲ)造林方法と牧養力お

よび造林地被害との関係，（ｳ)放牧による森林の被害関係

（2）森林における肉用牛飼槌の技術および経済性に関

する事項

嗣飼饗技術関係･…･･肉用牛の発育，肉用牛の移動お

よび休息行動，傾斜度と採食利用率，肉用竿の繁殖と衛
生

後

10．実験事業の組織運営予算等

（1）営林局の主管課としては，経営部造林課があた

り，所要の実験係をおいて実験に関する事務を行なう。

（2）実験対象地に「肉用牛生産育成実験牧場」（林野
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冬

一

｡

＝

塚

心

庁訓令第2号昭和42年6月1日施行）をおき，営林局造昭和44年度は，43年度に引き続いて繁殖牛を導入し，

林課の直轄事業所とする。また43年度に導入した繁殖牛から子牛の生産が始まる。

（3）実験牧場の組織は，実験牧場長（畜産局種畜牧場（注，繁殖牛の品種は，盛岡には日本短角牛を導入し，

から昭和42年6月1日付け併任発令）の下に庶務係，調その他の対象箇所へは，その付近の放牧に馴れた黒毛和

査係，覗業係の3係をおく。ただし調査係は43年産繁殖種を導入する予定である｡）

牛の導入に伴い配置することとし，庶務係，事業係は，昭和45年度は“年度に導入した繁殖牛からも子牛の生

42年8月上旬にもより営林署の職員を配置した。なお事産が始まり，肉用牛飼瀧上ば平年度となる。

業係は肉用牛飼養および飼料の生産管理を行なうので，（5）昭和42年度予算

今年一杯の予定をもって，もより種畜牧場へ併住駐在を事業費97,610千円

発令されて，畜産的技術の実務に従事中である。運営饗3,506〃

（4）各年次別の計画については，昭和42年度は基本施計101,116〃

設である牧草地の造成，道路整備および利用施設である

事業所，事業用宿舎，畜舎，衛生管理室，乾草舎，飼料おわりに

庫，股具庫，サイロ，牛衡場（牛体重測定場）牧柵の施国の重要施策である以上，すべての面に，調和と調整
設等の作設，機械類の購入を行なう。を図って軌道に乗せてゆかなければならないと考える。

昭和43年度は，引き続いてこれら施設の盤術を行なう関係各位の絶大なるご指導とご援助に深く感謝申し上げ

とともに，繁殖牛を導入する。るとともに，今後とも宜しくお願いする次第である。
｡･･･冬･･.』.，.●,｡..｡･･･POo.＄｡･･･P2.･Pq･狸0●,夢●,ざ0..＄Q･fPq.＆0．.ざ.｡.Jも.p舛少00.浬。､評｡.｡Pも.･･も.P･･.＄9･代･･･qPzd｡｡●bf0O,f･･凸q●････9?.f0．b罫｡.&0._ざ｡､少Oob多･･.$9..評..』●.』､0..$0..寺●..$9....qbF･色f0．.&0...｡｡b、.●草夕Oobf0拳4今0.

●｡

〔県の木シリーズ〕青森県の木として選ばれたヒパは，また日本の代表

的な樹木の一つでもある。すなわち，北海道の渡島半上（
島から鹿児島県の高隈山にわたって分布し，この地理

(ヒノキ科）
分布ば日本の代表的広葉樹であるブナにほぼ一致する

かf"u'sisdb""#aばかりでなく，アスナロ属("""siS)は日本特有の
(L.f.)SIEBetZucc. 1属1種の樹木である。ヒバは植物学的には北方型と

南方型を区別し，渡島から関東北部辺りまでのものを

ヒノキアスナロ，ほぼそれ以南のものをアスナロとい

う。球果の鱗片の性償で区別されるが，中間型もあっ

て，さらに幅広い研究が望まれる。アスナロは木曽の

五木に数えられるが，西日本には点倉と産するだけで

ある。四国では徳島県の一部の蛇紋岩地域に生じ，九

州では祖母山，市房山，大口市の須賀岳などに見られ

るが，後二者の場合は山頂への参道に沿って群生して

いるので，はたして真の自生かどうか疑問が持たれ

る。大口市の里人は須賀岳様へお詣りすると，帰りに

シキパ（アスナロの方言名）の枝をいただいてくると

いう。数年前の夏，さんざん道に迷い，薮をくぐり抜

けて，ポッカリ須賀岳の頂上に出た私たちは，台風で

根こそぎ倒れたアスナロの大木の下敷きとなりながら

も，伏条更新したシキバがのびのびと生えひろがる姿

に眼を見張り，その中に腰を下して弁当を開いた。そ

の翌日訪れた球磨の市房山麓ではイチイガシの天然林

をさまよい歩いて飛び出した参道を下りながら，信仰

とアスナロの問題に思いを巡らした。アテ林業で有名

な石川県の木，アテはヒノキアスナロが主体をなすと

いわれる。ミ文･倉田悟〔東大〕，絵・中野真人〔日本パルプ〕いわれる。
鳶｡...．..$｡..ま.,,,．...･､バ．.."..‘.・ず．...．､バ、."､.｡＄ず．．‘f･..｡,.."‘･･･6．．，．，．．．‘･も,｡'"､･･パ偽.･･･,ざ．b･･令･･･.･･･."｡.‘･志････････も．.･･･‘'‘･･･,｡､．､.．"､.･,｡･･･.偽．"．､.｡"．.･加，.･･..．．"，．’諺･'.b,'･'..･･､...'､‘令｡､
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全国森林資源調査による

日本の森林資源について

の

岩部元也

〔林野庁，計画課〕

－今●－－●･一。一一e一・●･一●一・｡◆･今谷一◆e･･今⑯｡－e･･◆●

昭和41年度に林野庁が実施した全国森林資源調査の結

果が最近まとまった。たまたま本誌編集部より依頼があ

ったので，この調査による日本の森林資源について説明

し，あわせてこの種の資源調査の問題点などを付記して

象たい。

はじめに

まず本題に入る前にこのような全国的規模の森林費源

調査が行なわれてきた経緯を象ると

最初は成果の正式な発表がなされなかったが，昭和29

年の全国3,000スポット調査（全国から0.1haの標本

3,000個を抽出)。

次が昭和36年の全国10,000スポット調査。

そして昭和41年の全国18,554スポット（林野庁所管国

有林について営林局ごとに材積推定の誤差率を10％以内

におさえようとしたため36年に約2,100スポットであっ

た標本を約10,700スポットに増加したため)。

と，のべ3回の調査が行なわれている。

それでは，なぜこのような調査が行なわれたのか，そ

の辺の事情についてのべておきたい。衆知のように，従

来の日本における森林資源の統計値は，林野庁所管の国

有林においては経営計画編成の際に，民有林においては

地域森林計画編成の際にそれぞれ小班または一筆ごとに

森林調査された結果を積み上げたものである。これらの

編成は毎年，全国森林面積の大俸/5ずつに対して行なわ

れるため，最大5年の差をもっているほか，膨大な数の

小班や筆を一つ一つ調査することから調査精度をすべて

統一することは困難であり，必然的に粗放な調査が行な

われる箇所もでてくる。

もし，次の条件が満足されれば調査値に5年，10年の

差があろうとそれらはすぺて同一時点に修正することが

可能なのであるが，残念ながらわが国の森林経理は現在

のところそのいずれをも満してはいない。

①小班や筆のすべてがある一定の精度で調査されて

いること。

②森林の成長法則をつかんでいること。

③小班や筆ごとの伐採，造林等施業の状態が正しく

尉理されていること。

溌承上げによる日本の森林資源は昭和22～30余年頃ま

ではひとくちに60臓石といわれ，約17～17.5億nl3前後

であった。この費源状態のところに組象こまれていた当

時の森林施業の進度から承て，日本の森林資源は近い将

来，枯渇するのではないかという声が一部でおこったの

である。G･H｡Qは，民有林の針葉樹材積は10年後に枯

渇する，といった警告を戦後発している。

このような点が問題にされた昭和20年代は，いって承

れば資源統計の不備の時代だったといえよう。

以上のような情勢の中に，アメリカ等で発達していた

推計学に基礎をおく標本抽出調査法が導入された。これ

を応用して日本の森林資源を正確に把握しようという動

きがおこるのはけだし当然のなりゆきといえよう。

昭和29年試験的に行なわれた3,000スポツ1．調査は当

時にしてはまことに革新的な試象であったわけである。

その後，昭和36年度が第2期森林計画制度の最後年に

あたるのを機会に，今までの民有林の森林調査成果等を

総合的に検討しようという声がおこり，国有林も含めた

全国の森林費源を統一された客観的な調査法によって，

同一年度に把握することを目的にして，36年10月，正式

に第1回全国森林資源調査が実施されたのである。

この第1回の調査を契機として，以後この種のマクロ

な森林調査を原則として5年おきに実施し，全国の森林

資源の現況と推移を把握，それまでに実施された森林調

査の糖度をチェックするとともに林業政策立案の資料に

するという調査目的が確立された。

昭和41年度は36年以降5年目にあたるので，第2回目

の調査が行なわれたわけである。以下第2回全国森林喪

源調査の結果について説明しよう。

森林資源の現況と推移

（1）現況

昭和41年度現在の資源現況は表1.2.3.4.5のとおりで

ある。

a，日本の森林総面積および総立木材積について

森林総面積は国土面積の約68％を占める約2,500万ha

総立木材讃（以下，総立木材積を総材積と表現）は約20

億In3である。これは世界の森林資源の面積で約0.6%,

材讃で約0.8影を占めることになる。（表1参照）
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表’日本および世界の森林資源表樹種別などに細かく区分された項目ごとに資源現況をあ

（単位面積1,00011a材稜11000m3)る糒礎で求めるようには設計されていない。これは後の

問題点でふれたいと思うが，調査法はその調査目的と経｜森林総立木材讃｜森林総面積
饗，時間，労力で定まってくる。この全国森林調査も経

識，時間，労力等から全体量の把握に主眼がおかれたの

である。したがって表2～5に出てくる細分項目ごとの

推定値には大きな誤差率をもつものが多い。

そのように大きな誤差率をもつ統計値をなぜ掲上する

のかと言われるむきもあろうが，衆知のように現在の林

業統計はこのような資源調査の統計値より確実に正し

（1）（3）
第2回(41年)調査24,9991,980,728

〔24,749～25,249〕〔1,921,306～2,"0,150)
（1）（3）

策1回(36年)"l24,58912,064,040
〔24,343～24,835)I(2,002,120～2,125,960)
（3）（6）29年の3,000

24，4092,092,000スポット
〔23,677～25,141〕〔1,966,000～2,218.000)

1963FAOWorld

l、"｡”Forstlnventry
による世界溌源

1963f､AUWorld

Forstlnventryl4,126,0001238,000,000
による世界溌源

(注）1．29年の3,000スポットは日本林業の現叛資源編P.16､､'と保障されるものは一つとして存在しないし，それ
より引用よりも統計自体が整備されていないものが多い。日本は
2．（）内の数値はj1錠誤差率を示す
3．〔~〕の数値は9,500信頼艇の信順区間を示す｡つま現在森林統計整備の時期であり，たとえば森林資源統計
り，本当の数値は100のうち95の碓かさで，この柵の中もいろいろの調査や業務実行結果の集計などからより正
に存在することになるしいものが整備されつつある段階である。

また,FAOが実施した1963年のWorldForstlnvent-したがって，推定誤差率の大きい資料でもその数値を

ryによると，日本の国民1人当たりの森制面積は非常にそのまま単独にうの象にしないで，より正しい森林資源

少なく，フランス，スイス，台湾な象である。を把握するための一つの判断資料とするならば，十分活

b・所有別，林種別森林面積および総材積について用することができるはずである。（もちろん，より正し

全国森林資源調査は表1に示す森林総面積と総材積をいとだれもが客観的に認める統計がすでに整備されてい

求めることを主目的にしており，所有別とか林種別とかれぱ，誤差率の大きな資料などをことさらに掲示するこ

表2所有別，林種別，森林面較および材積蝉位面職1,000ha単位以下1位まで表示,材斌1,000m3)

《
一

■

■
訂
■

人 工林｜天然林｜無立木地｜ぞの他

面積|材積|面職|材積|面識|材積|面蔽|材積

総数

面職|材職
区 分

｣(裳”
』鮒0）871

」（1）（3）
型,998.91,980,72

1(0)｣(2)
7,8“､31950,103

（4）’
7,661.2

（4）
1,686.4

（7）（2）（3）
530,36615,046.31,423,642

（7）（2）（3）
124,0715,159.5811,778

（11）
1,233

（9）
374

脇21
－

(品‘’

(67）
24,理7

(19）
13,383

総 数

林野庁所管国有林

(38）
25，336

蕊

(48)I(200)
62．73

1(認”
(13）
795，

(115）
11．1

煕
赫畷庁所"外の"鉢｜(糺,(認3鯛|噌‘“&『
“有練｜蝿鮎|,‘嗣鋤I".4"6'

（27）
206.3

（3）
9,680.5

(158）
119

(128）
10,645一

F

注）1．（）の数値は#碇誤差率を示す

2．その他は，竹林および林野庁所管以外の国有林と民有林の更新困難地を含む

表3所有別，樹種別，糊積

、

(単位1,000m3)

葉 樹広蕊樹

寺；|上り|そ農他|被害木|計｜ブナ|ぞ:他|被寶木|計
(14）(8)’（10）（14）（4）（8）（3）（13）（3）
69,0311117,213123,831116,6021994,8601159,8431814,693111,3321985,868

（9）（6）（7）（14）（3）（5）（2）（13）（2）
61,31090,40886,69116,333407,036129,486402,95110,630543,067

(73)I(57)I(120)I(200)(41)I(200)(32)(200)|G2)
2，2256，4311，7492711，533314，8143514，852

“易い戸
籍敷|,,職鯛'32鍵』
繍野庁顧"篇撚|,縦"",,“（11）

藤野庁""ﾄ･'雛鰯|"‘3，｜国有林

針

ﾋﾉｷ|マツ’

1（10）（8）
139,966171,69

（8）（11）
52,85429,677

1":;‘
（200）
42

導；｜

圏
('6)’
8,79馴

｜‘鍋』"紬懸‘‘柵,綴,(伽織，（5）（1の（15）（10）（25）（44）（27）民有林
1,004,240268,65586,684141,37918，0715，49620，37

注）（）の数値は推定誤差率を示す

－15－
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(単位11000m3)表4樹種別，径級別，材積

針 葉樹広葉樹
区分総数

ス学|ﾋﾉｷマツ|蕊等玖郷そ胤他被害木計ブナ|そ2他|被害木|計

"1,:32,,",,噸職瓢蝿311""'（3）（8）（10）（8）（18）（14)’（8）
総数1,980,7281329,6581139,966171,690126,870,69,0311117,21

そ2他|按書木ゾ
ツ
エ
マ

カ
マ
ラ
ツ

ブナヒノキ ･マツ

,郷,|郷,,郷0蝿,鱸，“82鱸’"‘』，,",‘，0,87,1,,…"。
(13)(2DI(5)I(10)l(41_(281___"l

拙,柵‘鍵"‘縄』蝿01鯛蝿?鍬229郷，
（28）（18）
11,7“15,415

｛錨鍵‘鍬,諏跳，（46）（15）（10）（1鋤（18）（6）（10）
2,31950,426152,613169,73412,015380,9451103,53

(2DI(5)I(10)|(4)
6481246,484115,6671300,872霧烈~蕊0（10）（13）13,50013,489

(3)|(W)|(12)|(10)|
564,14493,93248,49960,4191

1",鍵4|s"（4）
762,88

（4）（19）（14）“）
653,704152,080111,946129,812

(28）
1,121

小
(4～16cm)

中
(18～34cm)

大
(36cm以上）

注）（）の数値は推定娯差率を示す

表5所有別，道路までの距創鋤森林面積および材祇（単位面戟1,000ha単位以下1位まで表示材積1,000m3)
■＝－

一一－一一

‐
一一一

－

分
総 数

面識｜材職

500～1,000m11,000～1,500m500m未澗

区

面積｜材蔽｜面職|遡積｜面積｜材菰 ■
可

I,鋤』（3）
8,604.

」‘鍵,，
（5）
1,244．

（37）（53）
106.85,749

斗膿”
（4）
7,253.

4,000m以上

面識｜材積

」,，職釧（1）
24,998．

（0）（2）
7，8“､3950,103

（22）（37）
291.126，385

（2）（5）
16,863.51,004,240

1＄,000~4,000m

総数｜
林野庁所管国有林

林野庁所管以外の国有林

民 有林

（9）
222,593

（8）
112》169

(117）
2，387

（15）
108,037

９
７
７
５

｜
⑥
雑
一
ｍ
躯
一
切
職

ｊ
０

ｆ
■
、
Ｊ

６
弼２ 句

（7）
359,171

（8）
132,7“

（96）
4，591

（11）
221,836

の他

~｢葺一雷

5脇01

耐
《‘悪,｜
徹臘‘｜
＝＝＝＝:＝＝＝＝＝＝＝＝

そ

面讃

四

’2,000～3,000m1,500～2,000m

面蔚｜材請
擴要

面載｜材積｜面積｜材載
（67）
24，147

（19）
13，383

(158）
119

(128）
10，645

（5）
2,762.0

（4）
1,937.0

-

(6%.9
（14）
788,1

1．（）の数値は

推定誤差率を示

す

2．，その他は竹林

および林野庁所

管以外の国有林

と民有林の更新

困難地を含む

（9）
1,058‘2

（7）
366,151蝋51］偶6，（7）’

1,897.5

（7）’
670.リ
(60)
40．5

（11）
1,.186.4

（7）
1,942.8

（9）
197,777

（10）
151,479

｜
(1D
72,570 ｜（4）1,937.0｜(10）87,808

(7）
623.6

（6）
276,551

（8）
125,186

(8）
539.3

(6）
900.6

(118）
1，407

（30）
33，192

(86）
5,000

(20）
84,600

(115）
11．1

（19）
423.5

(1澱）
1，803

（19）
70,788

(115）
11．1

(18）
431.1

(100)
5，329

(115）
11．1

（12）
1,031.1’(19）

58,342 毎
』

とはナンセンスであろう）必その他は約4影をそれぞれ占めている。これを所有

，ここに掲げた各表の数値もそのような意味で活用され別に承ると，林野庁所管国有林(以下単に国有林と表現）
るようにしていただきたい。さらに蛇足であろうが，前ば人工林21％，天然林66％，無立木地5％，その他8

記したように，わが国の森林賓源現況はまだ正しく把え影，民有林は人工林35％，天然林57影，無立木地5影，

られておらず，それともっとも合理的（経費，時間，労その他3影で民有林の人工林化進度が早いことを示して

力，技術）に模索している時期であり，そして，その模いる。

索に踏石となるものが非常に少ないのであるが，かとい次に材祇は人工林が約27％，天然林が72％を占め，人

・て一面だけから速断することはつとめて避けていただ工林の幼齢状態を物語っている。（人口林面積31影に対

きたいということをとくにつけ加えておきたい。して材獄は27影である）

さて，森林総面積および総材積を所有別，林種別に区これを所有別に承ると国有林が人工林13影，天然林85

分した結果によると，現在わが国が森林生産力増大の方影，民有林が人工林40％，天然林59影となり，国有林の

策として重点的に推進している人エ造林地の面積は全体天然林がいかに老齢過熱であるかが判明する。

森林の約31影を占め，天然林は約60影，無立木地は約5次に,11a当たり材溌についてみてふよう。
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ha当たり材積は現在約80m8,人工林は約69m8,天

然林は約95m3である。先にのべたように人エ林の齢級

祷成が幼齢にかたよっていることを示している。これを

所有別にみると国有林が120ms,人天別にわけると人エ

林74m3,天然林157m3,民有林が60m3,人エ林68m3,

天然林61m3となって，国有林の天然林のha当たり材

積が大きい。

しかし問題はこのような森制椛造から生象出されてく

る成長量であって，この大小が重要なことであるが，残

念ながら成長量を適確に説明する資料はない。今後全国

森林資源調査のくり返えし臨本を固定するより効果

的）の中から漸次，明らかにしていくことを考えるべき

､であろう。

c所有別，樹種別材稜について

日本全体ではスギが約17％を占めてもっとも多く，次

9いでブナ約8％，ヒノキ約7％の順となっている。

しかし，これを所有別に承ると国有林ではブナが14％

を占めて第1位，次いでトドマツ10％，エゾマツ6％で

,スギは第4位の6％となる。

民有林ではスギが27影で圧倒的に多く，次いでマツ14

影，ヒノキ7％の順になる。

d.樹種別，径級別材積について

樹種別材祇を直径級別に区分すると小佳級が約28影，

･中約39％，大約33％で中径級がもっとも多い。

また，スギ，ヒノキ，カラマツのような主として人エ

林から織成されているものは小，中径級が多く，その他

針葉樹や広葉樹は大径級の比率が高い。

、e・所有別，道路までの距離別森林面積論よび材職に

．ついて

道路までの距離が500m未満のところに分布う-る森林

減面積で約35％，測積で約28％でこの面溌比率を所有別

に承ると国有林が16％，民有林が43％となり，国有林に

まだまだ奥地林が多いことを物語っている。

（2）推移

昭和36年の第1回調査と41年の第2回の調査を対比し

て，森林資源の過去の変化を承よう。

この対比表は紙面の関係で省略する。第1回成果は

「日本の森林資源｣林野庁計画課監修（39年林野共済会

発行)P.18～23を参照されたい。

これらの資料から判断すると森林蜜源全体には変化が

認められない。また人天別には人エ林面稜の増加，天然

林面積の減少が認められる。次に樹種別材較には変化が

ないと判断される。しかしこれを径級別にゑるとスギ小

径木凋積の増加，マツ大径級材祇の減少が認められる。

なおトドマツ大径級材戟が瑠加しているが，これは第2

回の調査にアオモリトドマツとシラベなどを1、ドマツに

含めた結果であって純増加ではない。

おわりに

最後にこの種の全国森林調査（マクロ調査とよぶこと

にする）の問題点についてふれておきたい。それは日本

で長い歴史をもつ小班（または一筆）ごとの調査（ミク

ロ調査とよぶことにする）との関係である。日本のミク

ロ調査は林野庁所管の国有林では当面の施業が行なわれ

るところはかなりの精度をもつがそれ以外のところは精

度が低くなり，蓑た民有林は筆の数が天文学的な単位に

なるため，その多くが地元の人からの聞きとりに止らざ

るをえない状態である。

この辺がミクロ調査の積桑上げによる森林資源統計に

問題となる点であり，標本調査による全国森林資源調査

を入りこませる余地をつくり出したことになる。

しかし，マクロ調査は，全体量が均質的な精度で推定

できるが，その内容がどこに，どれだけあるのかという

点は全く明かにならない。

調査法は，もとより調査目的とそれに動員される労

力，時間，経費によって決定される。現在の日本の森林

経理方式は，個掩の森林を直接対象にしている。これは

林野庁所管国有林はもとよりで，民有林の森林計画にお

い宝も現在の制度体系が森林所有者ごとに森林施業の指

導勧告を行なうことをたてまえとしているので一筆ごと

の，さらに林相ごとの森林内容を明らかにすることを要

求しているのである。▲

このような調査目的は今後大きく変化するものではな

いと思われるが，このためにﾉ｣班，または一筆ごとの調

査をある精度以上で均質に行なおうとすれば経費，時

間，労力はまことにおよびもつかないものになろう。

以上のような事柄を考慮していくと，マクロな森林調

査は現在の日本のミクロな森林調査が将来充実してゆく

までは，これを合理的に補充するものとして必要とされ

るもののように思われる。そして，日本の森林の情報が

先に述べたような3つの点から整備されたときに，マク

ロな森林資源調査はその使命をおわるのであろう。

－17－



と後輩を思う人柄と林業技術にたいする真剣さがにじぶ

出ている。

津村さんは多数の文献を発表しているが，これらは氏

が長年歩いてきた科学的な技術分野，とくに天然賊施薬

に関する文献と若い人*をさとす処世の書と実務にたず

さわる人.々への肩のこらない林業経営物語などがあっ

て，才人的な風格がうかがわれる。

白
日津村 一氏と

北海道林業

若い日の津村さん：津村さんは広島県高田郡三田村の

生まれで，同郷の偉人に林業の大先裁で，桧崎炭窯で有

名な楢崎圭三翁がおられる。楢崎翁は製炭とシイタケ栽

培の熱心な指導者で，津村さんの筋金入りの研究と指導

の精神力については間接的に翁の感化があったのではな

いかと思われる。

津村さんは私の生まれない明治39年に東大の林学実科

を卒業され，山林技手として広島県の福山小林区署詰と

なっているので，私とは父と息子く・らいの年齢の差があ

った。当時の営林区署員の服装は胸にケベルの肋骨つき

の制服に短剣をつるといった海軍士官級のいでたちで，

長身の氏にはさっそうたる姿であったことと思われる。

その後広島県庁技師に転じられた。氏は広島県時代ス

ギの間伐と枝打ちに関する現地の講習会で，理論的解説

から現地の林分について熱心に間伐と枝打ちの実演を行

ない，迫力のある指導によってスギ造林の盛んな山村の

人為から非常な伺頂と尊敬とを得て』､る。

津村さんがﾗI砿道に赴任された大正8年当時は第一次

北海道拓殖計画改訂案が制定された年である。当時内務

省所管の北海道国有林が股林省に移管する問題が強く打

ち出されていたが，当時の北海道庁長官俵孫一氏は頑強

にこれをしりぞけたが，その代わりに北海道の森林予算

は拡大され，森林鉄道の創設，官行所代の開始，公有林

面積の拡大，事業量と定数の増大へと北海道林業は飛躍

的に膨脹した。この時期に津村さんは招かれて，北海道

庁の道有林，民有林の要職につかれたのである。

松井善喜

〔前林試北海道支場長〕 ｜

I

一

開道百年を真近かにひかえる北海道にとって津村さん

のような北海道林業の功労者の大先輩を失ったことは誠

に残念なことである。ここに謹んで津村さんが創業時代

の北海道糾業に残された輝やく足跡の一端を記し，ご生

前の人格を偲びたい。

L

b

0

津村さんの風格：津村さんは大正8年から約鉛年の長

い間，北海道林業の経営に真剣に取り組承，道有林の経

営と民有林の指導に活躍され，とくに退官後は北海道山

林史の編集に心血をそそぎ，人生のほとんどすべてを北

海道林業のために捧げられた大先輩である。

私が昭和6年春学窓を出て北海道庁林務課に入ったと

き，津村さんは地方林課の道有林の主任技師でおられ

たb私の課は国有林が所轄で銭たので,津付さんのお

話をうかがう機会は少なかったが，几帳面で，仕事に熱

心な風絡にたいしては遠くから敬意を表していた。

津村さんの印象としてはしょうしゃな山服姿で，かく

しゃくと林地を歩かれ，技術の第一線に立って，現場の

署員を激励しておられたことで，80歳の晩年まで若い道

有林の署員を集めて，熱心に技術指導を行なっていた氏

の熱情にたいしては全く敬服のほかなく，壮者をしのぐ

元気さで後難を叱っている意気には長年の風雪にきたえ

た古武士の面影がうかがわれた。

往時の大家にはとかく人の意見をききいれない頑固さ

があるが，津村さんは宴会を好まない几帳面さの中にも

円満な人格がうかがわれ，氏の山荘随筆にみられるよう

に；尊い体験を豊かな筆致で書き綴っている。林や樹木

を人間社会や個人の性絡とくらべて面白く解説された

り，長い森制宕生活を通じての苦楽の思い出や退官後の

心境をしゑじ象と語られたり，また後輩にたいする希望

を氏の独自の森林観と人生観とから豊かに述べている。

これら随筆の文中にはいたるところ森林にたいする愛情

~

￥

道庁時代の津村さん：津村さんは道庁技師として赴任

早々道有林事業の企画や予算の編成など管理者としての

業務に忙殺されたが，氏の細密で，豊かな計画性が膨大

な予算を通過させ，道有林の現在の集約経営の基礎を作

られた。

津村さんは府県民有林や本州国有林の豊かな経験をい

かし，管理業務の多忙ななかにあって，いろいろと技術

的な問題に取り組まれた。造林，特用梅から天然林の経

営と研究の範囲が広く，植物植生群落の研究について

も一流の大家であった。ことに天然林施業については生

＆
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態学を基盤とする綴密な観察に固定試験地の数字的資料

の裏付けによって複雑な天然林の構造を明らかにし亀こ

れを構成する各樹の幹級を区分し，選木の基準を確立さ

れた。昭和13年地方林課長就任，17年退官されて北海道

森林組合理事になられている。

北海道山林史と津村さん：編集委員長として津村さん

ば文字通り骨身をけずるような勉強と努力を続け，資料

の収集，整理，積み重ね，編集と氏の広い知識と透徹し

た頭脳と常人の倍の努力とによって後世に残るりっぱな

業績をまとめられた。だが，予算の関係で印刷できなか

った部分がかなりあったとうかがっているが，開道百年

の林業裏面史として役立てうる資料があったのではない

かとご逝去が借まれてならない。

晩年の津村さん：木を愛し，林を育ててきた津村さん

､ば最近の林業経営の実態をだまって象ておられない気持

から経営計画と事業実行との連携の緊密化，伐搬作業と

育林作業の調和，さらに施業と森林群落との均衡維持を

説いており，その論旨は80を越えた人とは信じられない

情熱に承ちており，森林への愛情と後輩への温かい鞭蕊

,の気持があふれている。（林業技術昭和41年）

津村さんの指導法：津村さんの観察には森林にたいす

る生態的，施業的観察に加えて，独自の人生哲学を加味

し，一般の人左の理解を深め，親し象を強めようとして

いる。たとえばつぎの樹種別の枝の形態のタイプ・分類の

ように指導面における調号力の巧さがうかがわれる。

1．細枝型（謙譲）カラマツ，シラカバ

2．頑枝型（直情）トドマツ，ヒパ

3．垂枝型（自尊）エゾマツ，トウヒ

4．箒枝型（穏健）カツラ，ポプラ

－5．巨技型（暴戻）ハリギリ，ナラ

・6．輪枝型（放縦）ミズキ

・7．密枝齢（独占）イチイ，ハンノキ

8．轌枝型（隠険）モミヂ，シナノキ

津村さんの研究分野と主な文献：津村さんの研究の範

囲が広く，40年近かく北海道の山為を歩かれたので，折

にふれて書かれた随筆風の文献などはあげきれないが，

突然の悲報に文献を整理する時間がないまま，私の記憶

にある津村さんの主な業績を記したい。

1）開拓地の土地利用にたいする生態学的区分：津村

さんは林地にたっている樹種，草の種類とその生育状況

などによって地位級を分け，生態学を開拓適地の選定や

森林施業における地位級の半捌に応用するなど，簡易な

土地利用方法を考案している。

2）駒岳爆発跡地泥流地帯の植生連続：昭和4年の駒

岳爆発により泥流におおわれた道有林地帯の植生の侵

入，遷移を調査している。火山爆発という稀少な現象が

植生の破壊と侵入，連続に及ぼした現象をよく観察記録

している。

3）造林関係の文献には本道の特殊樹種の造林を前に

して（1926）や道南地方のグイマツ考などについて論じ

ている。

4）津村さんがもっとも力を入れたのは天然林施業で

あった。以下主な文献について解説を加えたい。

a)択伐作業の選木法に関する一考察

北林会報21の51923

天然林の選木の要点として林分の構造とこれを構成す

る個だの樹木の生育形，すなわち幹級について十分理解

する必要がある。

林分の構造については林冠層の簡単なI型と複雑なⅡ

型とに大別し，前者は樹冠の比較的単純な1Aと樹冠の

単層階のIBとに細別し，後者は幼壮樹が比較的少な

く，老樹の多く存するⅡCと前者より林冠屑が複雑で，

上，中，下の各層階を識別できるとⅡDに細別してい

る。

天然林の幹級区分には人エ林と異なって，上，中，下

の各階層別に幹級を識別している。

I.上層木

1級木：優良木，イ.過熱木,、ロ.未熟木

2級木：障害木，イ損傷木，ロ.樹体に不健全

部あり，利用価値低いもの

3級木：崎形木：イ.有害木，ロ無害木

Ⅱ．中層木

4級木：優勢木：壮齢の有用健全木

5級木：劣勢木：被圧木か，成育の見込承の少

ないもの

6級木：障害木

Ⅲ．下層木

7級木：有用幼稚樹

8級木：不用幼稚樹

以上各林分型にたいし幹級区分に基づく選木法とその

場合の具体的な諸注意を記述している。

b)針広混交天然林における間伐の実験

北林会報31の31933

北見の置戸町の野付牛事業区の針広混交天然林に0．2

haの実験林について択伐の試験を行なった。択伐の選

木の対象は低質広葉樹と菌害や不整形の針葉樹とした．

=－－19－
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択伐率は本数で45％，材稜で33影で，択伐後は針葉樹

685本，広葉樹110本，計795本，材積では針葉樹43

nl31広葉樹135m3,計198m3の林分となり，年平均成長

量7m3まで向上させ，トドマツの伐期齢を30-40'年短

縮し，80-90年とし，回帰年を5年短縮し，15年とする

ことができた。

c)本道天然林における撫育的施業について

北林会報23の21925

天然林施業を単に利用本位の択伐施業と更新の補助作

業などを伴う保育的施薬とに大別できる。当時造林費が

少なかったので，天然林施業はとかく前者に走り，後者

の集約な保育施薬が軽視されがちであった。当時の道有

林の保育施業は稚樹の刈出し，前生稚樹の下刈と密生し

た二次林にたいする除伐，暴領広葉樹の巻枯し，隣接障

害木の枝おろしおよび全般的なつる切作業などであっ

た。これらは択伐数年後に事業の実行を必要とするもの

が多いが，広汎な地域と不熟練の人夫と地況，林況の複

雑性，技術のきめ細かさなどが相まって天然林の保育的

施業は容易でない。要は森林への愛着と責任感とたゆま

ない技術への研究心がこれらの困難|生を克服する道であ

ろう。

d)伐採木選定の程度と緩急の狙点

北林会報35の71937

道有林の作業種は択伐作業を主とするが，天然林の構

造の複雑性から伐採木の選定にあたっては林分の撒造と

既注の遷移と今後の動向を勘案して，林力の回復，後継

樹の成育をはからなければならない。具体的指針として

ば緩斜地の大径木の一斉林は択伐指定林でも実行は漸伐

の心椛えで弱度の予備伐を行ない，稚樹の発生箇所は受

光伐として強めに伐採し，後伐，殿伐と伐採をくり返え

す。|場光を射入せしめる場合には樹群単位に樹高の約半

分の径の孔状伐とし，稚樹の生育状態に応じて数年後2

回目の伐採を行なう。

南西斜面や尾根通りなどの更新がよく，連続層林を織

成している林分は択伐作業に好適し，選木も容易で，過

熱木，障害木を主として択伐するもので，材稜の3割内

外の択伐をしても撫理がかからない。選木は孔状皆伐の

植栽を予定すぁ林分，更新がよく，後継樹の保続の期待

できる林分を優占し，更新の不安な林分や伐採によって

林相の破壊のおそれある林分は後回わしにする方がよ

い。

以上の他，天然林施業の論文の主なものをつぎに記す

るが，最近林業技術に登戦の文献は抄録を省略したい。

e)翻罰倒木法による天然林変移年数推定の一法
北林会報25の219g7

f)森林の見方と扱い方

道有林課刊行1948

9)択伐林施業の反省上，下

林業技術288，289昭和41年

随筆家としての津村さん：津村さんは文筆家としても

名声があり，氏の山荘随筆（19訂）は興味深い小冊子で

ある。このなかから一節，木から降りた猿を紹介しよ

う。

木から落ちた猿であるが，これは調子にのって枝から

枝を巧ゑに飛びまわっていても，ついに踏み外しておち

ることがある。こんなときの山猿のざまはない。といっ

た教訓的諺のように思われる｡､これはひとり林業界にか

ぎらず，どんな方面でも，何かのはず銭で，うまく綱子

づいてくると，とかく他人をばかにして，わがもの顔に

世界をとび童わり，かきまわすものがあるが，けつきよ

く，いざ失脚引退となると，世人から、ざまを見ろ、と

唾棄されるのが落ちである。

ところが、木から下りた猿、となると，まじめに勤め

たあげく，ほんとに後輩のため席をゆずるということに

もなり，周囲の同情を集めるはもちろん，こんなことは

どんな公人も一度ほめく．り会わさなければならぬわけだ

から，社会福祉施設の一環としても，当然考腫さるべき

課題となってくるわけである。

米国あたりではこんな老年者のために，それぞれの能

力に応じて適当の仕事を見つけてやることは結局，国の‘

生産を増強するのだから徒食者をできるだけ少なくする

趣旨から，しっかりした協会をつくって，うまく人事を

さばいてゆくようにできているとか。……

以上は津村さんの随筆の一節で，今年は猿の年である

から，猿と関係のある部分を選んだのである。

明治百年，開道百年，激動期の波乱の多い時代をきび

し､風雪の中に立って，津村さんは森林官として40年近

かい期間を懸命に森林の育成にあたられた。戦後のイン

フレ社会の中に立って一羽の老鵡のように，溝く，強

く，木を愛し，森林への情熱を持ち続けてきた澗射さん

が安らかに天寿を終えられた。津村さんが育て，愛した

道有林の森林はいま雪におおわれている。自然の悠久と

森林育成の長年月に比べ，人生の短さを嘆じ，津村さん

のご逝去を心から悼むものである。
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森林の雪害とその防除法

佐藤正

〔林業試験場・防災部〕

われる。その被害を林木の各部と被害の種類により，四

手井は第1図のように分類し標示している。すなわち，

林木の部位を根根元，幹，梢，枝の5種類に分け，さ

らに被害の種類を曲がり，折れ，割れ，抜け（倒れ）に

分けて，この組合わせをすると20種類になるが，一般的

に承かける被害は第1図のうち12種類位であろう。これ

らの被害形態が単独であらわれる場合もあるが，数種類

の被害形態が複数であらわれる場合もかなり多い。

2．冠雪荷重による被害

雪が降ると樹木の枝葉に雪片が付着堆猿する。この現

象を冠雪といっている。したがって樹木の冠雪は，雪が

降るつど常に発生する現象で，樹木の雪害と限定して考

えると，冠雪害発生の気象条件，その発達経過，林木の

冠雪害を受ける位置と発生する被害の形態などが問題点

となる。冠雪が発達しやすい気象条件には気温，風，日

射，降水鑓などの影響が大きい。昭和24年以降十日町試

験地では，スギやカラマツについて，樹冠形態が生育中

とほぼ同じような状態で，冠雪の荷重を自記記録できる

ようにした装置を使って，冠雪害防除のためにいろいろ

の解析を行なっている。その結果，冠雪発達の消長経過

が明らかにされた。通常冠雪が消長する時の気温の経過

と降雪量および冠雪量との関係，また異常に冠雪が発達

した時の気温の経過と降雪量および

冠雪量との関係の一例を示すと第2

図の通りである。図に示すように比

はじめに

樹木の雪害は大きく2つに分けることができる。すな

わち

（1）機械的雪害（有形的，直接的）

（2）生理的雪害“形的，間接的）

(2)は積雪があるという環境にあるために，間接的に，気

候，土壌などに，童た菌類の繁殖などに関係して，植物

生理に影響を与え，樹木の形質，形状，生育などに，積

雪のないところよりも不利な結果があらわれる。ここで

はこの問題と(1)の機械的雪害のうちナダレの害を除いた

ものについてのくることとする。

1．森林の雪害

機械的雪害は直接樹木に損傷や被害を与えるもので，

原因別に分けると

（〃積雪の荷重によるもの（冠雪または着雪の害）

(剛雪圧によ…{鰐鵲菫
などがあげられる。

さらに樹木がうける雪害を形態で分けると，寡雪地帯

の風雪害，樹氷の害，氷雨の害のように，急性的なもの

から，多雪地帯の慢性的な被害まで種麦あるが，被害の

あらわれ方は林木の各部分の変形，破壊という形であら

第1図雪害木の分類

錘イ
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「

較的高い気温から低温になるにした

がって冠雪が発達し－3°C内外の時

に最もよく冠雪が発達する。それ以

上の高温でもまたそれ以下の低温で

も，冠雪は異常には発達していな

い。このような気温の条件は，雪片

の粘性に関係があり，また湿りの多

い雪は，樹冠元の付着もよく，その

後のタレサガリによる着雪面の増大

にも関係するものである。低温で乾

燥した雪片ば，付着力も小さく，安

蕊豊
根
撤 鐘簿

P

冒驫脇

識惑
郷

齢幹
一
猟 灘

枝|雛|雛'1斯 萩署部位

－21－



第2図冠雪の経過と気温および降雪量の鐸過図

D通常冠雪の場合

スギ

鋤異常冠雪の場合

スギ
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'圏､周も小さいので趣雪が増大しにくいことは当然であ

る。日射は地物の温度を上昇さぜるため冠雪が発達しに

くいばかりでなく，いったん発達したものでも融解して
滑落させることが多い。これは雪面のとけた水が滑剤と

しての働きをするためである。第2図においても冠雪発

達の時刻は夜間から早朝までで日射のない時である。ま

た風は二つの作用がある。すなわち風速2m/S以上では

冠雪を吹き払う作用があり，風速2m/S以下では，降雪

の傾斜角を変えて枝葉間へ降雪の吹き込承を都合よく
し，冠雪量を増加する作用がある。冠雪量が最大となる

のは統計.的には降水麓が30mm内外，新積雪が20～30
cm以上の量が連続して降った場合に多いとされている。

しかし降る量もさることながらその降り方に問題点があ

る。調査結果によれば冠雪被害の発生した多くの場合§

はじめに降雨があり，つぎにあられや承それに変わり遂

に降雪になったというような降り方の時，大被害が発生

している例が多い。

冠雪は着雪現象の一つで，冠雪は清雪現象の一つで，その発達消長経過は気象的

条件が支配的要件であることは上述の通りである。一連

続降雪ごとの最大冠雪量とその時の降雪量との関係は，

かなりのちらばりはあるが，降雪量が15～20mm内外ぐ

らいまでは，樹種が同じであれば品種にあまり関係なく

冠雪量が増大し，さらに降雪鐙が増してくると，冠雪し

やすいものと，冠雪しにくいものとの品種の差が顕著に

でてくる傾向がある。このことは樹冠の外部形態が着雪
のために形態変化の仕方に大きな差違があることを示す

ためであろう。また樹冠の外部形態は林齢によって異な

ることは当然で，十.日町試験地の実験によれば，スギ・

カラマツでは樹齢30年前後の生育旺盛のものが，老齢

期・幼齢期のものにくらべて，単位面積あたりの冠雪荷
重がもっとも大きく，後者はほぼ同じ傾向で，幼齢期の
ものほど小さかった。
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冠雪害に対し絶対的に強い樹種・樹木を列挙すること

は困難であるが，考え方としては多雪地を郷土とする樹

種が有利であることは当然である。同一樹種でもスギの

ように品種の多いものは品種によっても大きい差異があ

るが，一般的に樹冠の外形が鋭角で，枝葉が剛直で短い

こと，揃冠が弾力性に富承折損しにくいこと，とくに幼

時の生長良好なものであること，これらの条件がそろっ

た樹種が雪害に強い木といわれるもので，この条件を承

たし得ない木は弱い木であろう。また生長過程で冠雪害

に強いか，弱いかを判断する目安として樹幹の細長度を

測定する方法がある。細長度を樹高(H)/直径(D)の形

状比で表現し，今室での調査結果を総合すると,H/D

≦60では冠雪害に安全であり,H/D≧90では著しく危

険で，功0以上ではきわめて危険であることがわかった。

冠雪害の種類は，梢・幹の被害には折れ，割れ，曲がり

が多く，その被害部位が樹冠の構成状態について大体一

定した頻度分布であることは注目すべきことである。高

橋（敏）の調査事例によると第3図のごとくである。

第3図中No.1は山形県村山郡のスギー斉林,生育良

好，樹齢37年，形状比81,被害率29％，地形緩斜押出

第3図被害部位と被害頻度

常に小さくすると，冠雪重量を少なくする点では意義が

あるが，樹冠や冠雪重量の支持点が上方に変ずるので，

かえって冠雪のため樹冠下部での折損を増す危陶生があ

る。したがって，枝打ちと雪害の問題は慎重漣考慮する

ことが必要である。以上は冠雪害発生の気象条件，冠雪

発達の消長経過，冠雪害を受ける位置，冠雪害を受けや

すい樹形等について述べた。しかしながら冠雪害は必ず

しも多趣の職雪がある地帯の象に発生するものではな

い。ある地域あるいは地形が，冠雪害に対してどの程度

危険性のある場所であるかを知ることは林業経営上重要

である。杉山らの調査報告では，冠雪量の多少は降雪量

と気温に支配されるという2つの仮定のもとに，まず林

況因子を無視して，冠雪が増大しやすい気象発生を求

め，つぎに地域ごとの林木の雪に対する適応性を考慮し

て，冠雪害の発生に必要な降雪の最低限度を推定し，こ

れを基準に林木の冠雪害危険地域を判定している。その

結果最も危険度の大きいのは北陸四県で，そのうち海岸

よりやや内陸の里山地帯が危険度が大きい。これについ

で山陰の山丘地帯も危険度が大きい。菫た東北地方では

秋田県本荘以南の海岸地帯，内陸部でば横手，山形など

盆地状地帯，太平洋側では青森県下北半島周辺の海岸地

帯，宮城県仙台平野から阿武隈川沿いに南西にのびる福

島盆地を中心とする低山地帯も危険度が大ぎい。このこ

とは平常職雪の多い地帯，あるいは高海抜地帯に危険度

の小さい地域のあることが特色である。関東以西の太平

洋側および九州地方にはやや危険な地帯が点在している

が，比較的広範囲に危険な場所が点在している地域は，

関東地方南西部から甲信地方に至る地帯と岐阜県西部で

ある。四国地方では愛媛県西部から高知県の西部地帯，

九州では北部の山岳地など海抜高の高い地帯などであ

る。危険な地形は冠雪害発生危険時の風向風下斜面を危

険地形と考えることが当然である。したがってその時の

気圧配置が大きく影響する。このことから北陸地方では

N～NE向き斜面，山陸地方ではSE～E斜面，東北地

方ではSE斜面，関東以西でもSE～E斜面，四国地方

・九州地方でもSE斜面が危険地形で，そのうちもっと

も危険性の高い地形位置は，中腹の風当たりの弱い沢地

形や凹地形である。

3．冠雪害防止法

稚苗，幼齢の時期は樹体そのものが比較的柔軟で，少

食の雪でも容易に倒伏するので冠雪のための機械的損傷

は非常に少ない。融雪直後は1齢級以下の幼樹は倒伏し

て全くひどい雪害をうけたような景観を呈するが，積

雪に圧倒せられたスギの幼齢木の立直りは意外に急速

で，立直り開始後2日目位にはその90影が常態に近い復
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地,NO.2は山口県阿武郡のスギー斉林，細長過密，樹

齢25年，形状比101,被害率94鎧地形南面緩斜地,No

3は山形県飽海郡のクロマツ異齢林被害甚大区，樹陶0

～40年，形状比75,被害率虹彩，地形海岸砂丘地，上例

のように樹冠内部，樹冠下部，根元直上（根張りの上）

の3カ所に折損の瀕度が集中してあらわれている。この

力学的な解釈はまだ明確にされていないが，樹冠中央部

付近は木化の十分に進んだ部分と，十分進まない部分の

暁目付近，樹冠下部は樹冠の支持点であって冠雪荷重が

加わった場合の弱点，根元は根張りとそうでない部分の

交換点でばないかとされている。第3図No.2のように

細長で樹冠の上部に偏椅したものは，樹冠下部の折損率

が多くなり，極度な枝打ちを急激に行なって，樹冠を非

｡
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帰をするといわれているが，残余の倒木については引越

しなどの対簸が必要であろう。もっともどこでも同じよ

うな状態かどうかは不明である。一般に硬化した挿木苗

は実生苗に比して雪害が多いといわれているので，植

栽苗の選択には十分注意を要することであろう。つぎに

成林木の冠雪害防除の基礎的資料をうるために，スギに

ついて品種別，樹齢別，保育形式別等，カラマツについ

ては樹齢別，保育形式別等について一連の実験を行なっ

た十日町試験地の結果から次のことがいえるようであ

る。品種別といっても地スギ（クマスギ系統）のものと

ボカスギの2種類の恐の結果であるが，外部形態の差が

大きく影響し,､前者は後者より冠雪に対してはその適応

性が大きいことが明らかにされた。樹臘弼Iでは同一品種

地スギ約10,"20,約30,約40,約50年生で単位面積当

たり冠雪重量を比較した結果もっとも生育旺盛な30年生

前後のものが重かった。スギの保育方法については，枝

打ち％，粥，枝すかし艶，随の作業を行なったものと，

作業を行なわない標準木の冠雪量を100として，その比

を承るとそれぞれ40，20，65，55影と雑枝打ちしたもの

の冠雪量が一番少なかった。しかしながらこのように強

度の枝打ちを行なうことは樹体の生長に悪影響を与える

3曹一生.ムュー型･型一△△。

られる。

上述の結果から人工造林地では形状比が少なくとも90

以下になるよう除間伐を進める必要がある。すなわち適

正な枝下しを行ない，形状比を雪害に安全なまでに整

え，樹冠の湾曲したもの，折損しやすい下層木，上方に

かたよって枝葉のついているもの，極度に偏碕して傾い

ているもの，細長のものなどは年数をかけて，普通林地

よりは手まめに除間伐を行なう必要がある。しかし残存

した林木の位置が均等に分散し，林孔をつくらないよう

な作業を行なうべきである。

4．沈降力の被害

穣雪の沈降現象とは，降雪直後の戦雪が雪の粒子の変

体にともなって雪が互に集まり，稜雪の凝集と同時にお

こる稜雪の自重による重力方向への圧縮のために密度が

増加し，時間とともに色禽な積雪の力が複合して発現す

る積雪の力を沈降力または沈降圧，沈降荷重などといわ

れている。獄雪の沈降する速さば，降雪時間の経過にし

たがって，除々にゆるやかになり，その速度変化は対数

曲線のような傾向があるといわれている。この沈降速度

は蔽雪の表面近くでは大きく，地表に近づくにしたがっ

て小さくなるといわれている。雪中に樹冠，樹枝，杭，

鉄棒のようなものがあると，菰雪はこの物体の上面で支

えられ，物体の周辺が沈降し，物体上の雪は沈降しない

で第4図の想像図に示したような形となる。ちょうども

第4図沈降力を生ずる区域の想像図
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のの上に布団をかけたような形となり，摺曲層ができ

る。この摺曲した菰雪層が祇雪の塑性変形によってでき

て，その上に祇る菰雪の重遮が沈降力となってあらわれ

るものであろうとされている。四手井は稜雪の沈降力は

十分解明つくされたとはいえないが，と前おきして林学

上必要な沈降力の性質にはつぎのようなものがあるとい

っている。

a)沈降力はその受ける受圧面の周辺長と受圧面の満

さのかん数としてあらわしうる。

b)沈降力は受圧面の大きさ，満さに関係して，必要

3

冠雪による被害状況（天城）

ことは当然であろうと考えられるので，目下猫枝打ち

（最下端の枝付から梢端までの下部粥）を行ない38年生

林分で実用化試験を実施中である。カラマツについては

冠雪の一般的消長や樹齢別ではスギと大差ないが，樹冠

密度が疎のものほど，単位長さ当たりの冠雪保持量が多

くなる傾向がある。これはスギの枝すかしの結果と同じ

で冠雪生成に寄与する度合が大きいためであろうと考え
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十分な稜雪のある場合は極限値がある。その極限値

は受圧面祇が大で周辺長が長いほど，また受圧高が

高いほど大となるが一般にほそれだけの積雪量がな

いから，ある受圧面の高さで最大となる。

c)有効受圧高は，受圧面が埋雪するまでの稜雪の沈

降度に関係する。すなわち受圧面が埋雪する時の平

均密度が小なるほど有効受圧高が大になるので，職

雪の仕方も沈降力に関係するから，急に，大雪が降

るような地方またはそういう年に沈降力は大とな

る。

d)沈降力は穣雪量に比例するから，沈降力最大期は

讃雪水壁最大期と一致する。

e)沈降力は受圧面により摺曲を受けた部分の談雪重

量にほぼ等しいから，その大きさは受圧面上に稜っ

た雪の重量より著しく大である。

f)このような性質と大きい力をもつ沈降力は，樹木

のような細長な幹や周辺長が複雑で長い枝葉には著

しく大きい力を加えることになり，埋雪した樹木は

樹木自体の抗力ではこの力に抗しきれない。

5．沈降力による被害防止法

前にのぺたように沈降力は積雪の沈降方向に直角の面

にもっとも強く作用し，また地面よりの高さが低いほど

およぼす力が小さい。これを利用したのが桑の萠芽の束

条法であるが，現実に林業の分野では苗畑関係では多少

謬譲Z､篭職;…溌辮鷺一'雫？……慰乎一℃奪蕊露議搦手灘溌

慰

沈降力にカラマツの被害（一名提灯タタミの被害）

参考になろう。しかしながらどんな丈夫な苗をどんなに

丈夫に育てても沈降力に抗して成林さ登ることば困難で

ある。逆に幼齢時代は柔軟に育てるために，密植，施肥

などが被害軽減の効果がある。2齢級の時代になるとよ

うやく材質が硬化し，抗湾強度も増し，枝葉の繁茂も著

しくなって埋没し，折れ，割れ，抜けなどの被害激甚期

に入るので，下枝の裾払いあるいは葉先の剪定を行なっ

て，過艇に雪中に倒伏するのをすぐなくすることは防止

雑減上効果が多い。除間伐を行なうにあたっては弱度に

頻繁に行なうことはよいが，周囲の雑瀧木は主林木の成

育阻害するものは別としても，過度の刈払いはさけ，む

しろ中刈，下枝の裾払い，葉先の剪定を行なうことがよ

い。この作業は少なくとも最高稜雪深を抜きでも数年縦

けて行なうことが必要であろう。しかしながら密植がい，

い，疎植がいいといろいろの議論があるが場所・職雪の

深さ・雪質によ’り統一された方式にないのみならず，ま

だこうした仕組の試験成果もないようである。

6．劒行力の被害

沈降力が積雪層の沈下によって発現するのと同じよう

に，繁価の積雪が傾斜方向に沿って下の方に除寿に移動

することが主因となって起こる力が佃行力である。この

力は斜面上で除煮に移動して行くとき，斜面上に立った

受圧面で阻止され，そこで摺曲ができ「フトン」状の穣

雪が引掛るためではないかといわれ，斜面が長ければ積

雪は除左に飼行をつづける。緬行の速さは積雪鐘，そ雪

質。形態・地形・天候などによって一定ではない。十日

町試験地の例では，40.の傾斜面で1日の移動量は数cm，

以下のことが多く，気象状態によっては数10cmも移動

した日があった。移動力は速度が速いほど大きく，同じ

地形ならば積雪量の多いほど，同じ雪蹴ならば傾斜の大

きいほどその移動速度が速い。制行力により林木は傾斜

方向へ圧倒され，この力は根元近くに作用するので｢挺」

の腕の長さが短いので，力そのものが大きくても樹木に

与える作用は，冠雪の重承や，沈降力の作用よりは小さ

いようである。蓑た飼行力や冠雪の重象は林木を圧倒伏

させる素因で，雪害の主要な作用をしている。すなわち

倒伏した林木が，理雪すると沈降力や荊行力のために，

根倒れや根元に永久歪を受け，融雪後の立直りができな

くなり，生育過程中に梢端部が，林木の排地性のため湾

曲して直立傾斜した幹に偏心成長をおこすため根元曲が

りを助長して根元割れ。幹割れの素因となる。

7飼行力の被害防止法

棡行力防止のための樹種選定の要件は落葉樹を除いて

は上述のものと変わりはない。植栽方法について，植栽

木の倒伏の原因である根元曲がり・折れなどの被害を減

ずるため傾斜方向に叢艫するとよいとされているが，筆

者は実際の作業を見たことがないけれども理論上ばきわ

めて合理的である。次に前生広葉樹の伐根を利用して飼

行を支える方法で，禰行を支えるよう伐根の下方に植栽

することは有効である。また各地で行なわれているもの

に稜雪の櫛行を抑制するために階段をつくることが顕著

な効果をあげていることはよく知らｵしている通りであ

る。新潟県の階段造林は1ha当たり延長3[X)m,富山県

下は1ha当たりの延長200mを基地として実施している
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ようである。傾斜地の葦，雑草などの刈り払いは十分に

行ない，雑潅木はなるべく高刈りにし，できるだけ広葉

樹の類は枝を落すようにして主幹は残すようにした方が
よいようである。特に新植造林地にあっては制行のため

根元がゆるみ，周囲に円周状の穴ができていることが多
いので，春季早灸に雪起こしをしながら十分に根踏承を
してやる必要がある。

おわりに

冠雪の荷重，雪圧によるものすなわち沈降力・飼行力

による雪害の概略とその防除法についてのべてきたが，

特に防除法については決定的と思われるものはほとんど

ないの象ならず，奥地の方の育林については現時点では

造林技術的に限度があろうと思われる。いずれにしても

林業における雪害対策技術についての研究・調査。実験
などは今後あげて取組むべき問題であろう。

一

b

就雪中爬前生座業樹の頭伐を施行した跡にスギ植栽
をした状況讃雪の飼行力の防止に有効
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ｵﾚｲﾌともいい,小ｱジｱの原産であるが,地中；
海沿岸地方では古くから広く栽培され,ｽぺｲﾝ,イミ
タリアなどが主産地である。またアメリカではカリフミ

ヂ

ォルニア州に相当栽培されている。日本には徳川末期夢

から明治の初めに渡来したが,香川県に植えられたの3
，

は明治4'年のことという。他の地方では失敗したのう

に,ひとり雨の少ない香川県小豆郡西村のｵﾘープ園；
だけが成功し,ひきつつき今日の繁栄を見るにいたつ；
ているのだから，香川県の木として選ばれるだけの理＞

由ばある｡ｵﾘーブは樹高10m以上になる常緑高木；
で,葉裏憾細鱗毛を密布して銀白色となり,果実ば'1；
月頃熟して紫黒色となり,果肉および種子からしぼ・；
たｵｯーブ油は薬用,エ業用,食用,化粧用として利；
用され,また果実の塩演は高級食料品である｡材も優；
秀で,玩具,細工物などに良い。このような有用樹が＞
日本にも自生することを知った平賀鳩溪の喜びは大き；
かつたに違いない｡その箸｢物類品隙｣(1762年)に§
ﾎﾙﾄガﾙを紀州で発見したことを記している｡ホル：
ﾄガﾙ油はｵﾘー プ油のことで,ﾎﾙﾄガﾙとはオリ3
－ブの木である｡もちろんこれば鳩溪の誤解である；
が，彼を誤らしめた日本産のズクノキは一名，ホルト動

ノキと呼ばれるようになって,今に鳩溪の喜びを伝え；
ている｡ﾎﾙﾄﾉｷの実はｵﾘープの実をすこし小さ；
くしたようなもので,確かに似ているが,全く別科の；
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植えつけ・寒害・林地除草

関中試連，一般造林部会の記録

安藤愛次

〔山梨県赫鍵試験場長〕

’
I

関東，中部地方にある公立林業試験場が連絡協議会を

結成してから，すでに15年の年月が経過した。はじめの

頃はまだ試験機関をもっていない府県へその設置を要望

したり，いわば研究基盤の整備への役割りも果たしたも

のであったが，全国で戦後7機関しかなかつた林業試験

場が昭和40年には各県に置かれるようになり，連絡協議

会も本来の目的である「研究機関の相互の連絡，林業技

術の向上ならびに普及」へと協議会の組織も確立されて

きた。現在では土壌肥料，林木育種，一般造林，特殊林

産，森林保護および経営機械の6専門部会がおかれ，研

究担当者の横の連絡をはかるため，毎年一回の集会が開

かれている。

昨年は一般造林部会を山梨県が担当したので，去る10

月3，4日に富士山麓へ15都県から造林試験の担当者，

20数名の出席を得て標記の3テーマについて討議し，ま

た今回の中心テーマであった「苗木の形質と植栽方法」

について，東京大学の渡辺資仲教授に講演をしていただ

き，第2回目には植栽方法についての当場の試験地およ

び地元の県有林で事業的におこなわれている林地で議論

が交わされた。

なお，この集会と併行して，関中林試連会長の埼玉県

林試場長をはじめ茨城，栃木，東京，富山，静岡の林業

試験機関長が来県され，委員会が開催された。このため

全般にわたり部会長が識事を進行することができなかっ

たため，標題の3議題を安藤，遠藤，古越がそれぞれ議

長となり質疑をおこなった。

示唆に富んだ識演をされた東京大学渡辺資仲教授，オ

ブザーバーとして出席され，有益な発表をされた農林省

林業試験場の土井恭次研究室長，終始熱意あふれる討議

をされた各県からの参会者の皆さんにお礼を申し述ぺ，

集会の様子をご報告する次第である。

苗木の形質と植栽方法

苗木の性質と植えつけ方の良否が初期の造林成績を大

きく左右するであろうことは誰でも考えることではある

が，東京大学の渡辺教授が実証的な結果をだされてか

喧畳

霧ぶかい富士山ろくのアカマツ植栽方法試験

地における渡誕轍授をかこんでの現地討論会

ら，一般の関心が寄せられている。公立試駒幾関でもこ

の問題を研究している県が多い。しかし県により目的や

試験の方法にはニュアンスがちがう。静岡県ではSP,

Agと協同して育林コンクールの入賞林分，あるいはて

いねい植えの事例をしらべ，生長と経饗をくらべてい

る。埼玉，長野県などでは苗木の形質に重点をおいて試

験をしている。植えつけ方を主眼とした県でも新潟，栃

木，千葉県などは植穴掘機，岐阜県では巣植えとの比

較，山梨県では施肥との関連について研究がすすめられ

ている。また富山県のように雪害防除を目的としてこの

問題にとり組んでいる県もある。こうしたバラエティは

現地の声をきいてテーマを選ぶ公立試験場としては当然

のことかもしれない。いずれにせよ情報交換により，お

互いに啓発されることが多かった。

次いで山梨県から協同調査が提案された。その主旨と

するところは，最前線にある試験場として，造林地をジ

ックリ観察して承ようとの呼びかけだったが，各県の殻

成がえられた。そこで方法を検討した結果，この春に植

えたスギ苗木の活着と生育が苗木の形質，植えかた，植

えた場所の微地形とどのような関係にあるかを知るた

め，植穴や根もしらべて承ることに決まった。なおこの

結果を来る2月末までにとりまとめ，昭和43年度の試験

計画をたてる参考にすることも申し合わされた。

最後に各県担当者が協力して，地栫えも含めた植栽技

術の文献集をつくることになり，そのとりまとめと印刷

は山梨県林業試験場が受持つことになった。

林木の寒害防除

数十年あるいは百年に一度の発生頻度と考えられてい

た林木の寒害は昭和30年代になってしばしば起こり，全

国的に大きな問題となっている。とくに，被害が目立っ

た関東，中部地方では，多くの県が研究テーマとして取

りあげ，いまでは雪の多い地方を除いて，ほとんどの県
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の共通テーマとなっている。昨年，長野県で開催された

一般造林部会の協議事項にとりあげられたが，今回は寒

害について次のような情報あるいは意見が交換された。

1）寒害上の立地調§l定法

連絡試験として昭和38年から41年童で，寒害防除基礎

調査がとりあげられ，造林地の寒害発生の実態，環境因

子との関係などがしらべられた。この連絡試験は全国で

は16県が実施したが，関東中部地方では福島，茨城，群

馬，埼玉，山梨，静岡，愛知の7県が担当している。こ

れら7県より造林地の寒害上の立地級判定法について報

告があった。判定法には大きくふて2つの方法が用いら

れている。ひとつは冬期間の平均気温，稜雪深をもとに

して，それに降水量，最低気温を加味して地域をわける

方法である。たとえば茨城県では1月の平均気温が2°C

の等温線によってまず寒風害地域と凍害地域とにわけ，

さらに寒風害地域を1｡C,0｡C線により常習地，準常習

地，軽害地に3区分している。凍害についてもおなじよ

うに,2.5｡C,3｡C線により細分する。もうひとつの方

法は寒害の発生に関与する因子を総合的にとり入れるや

り方である。たとえば山梨県では217カ所の被害林の費

料から，立地条件すなわち標高，方位，傾斜，日射趣，

地域性の5因子と寒害発生率との相関解析図をつくり，

この図をもちいて県下1,200の代表地点の寒害発生率を

もとめ，被害推定率を30％以下，31～70%,71%以上の

3地域に区分している。

いずれの方法によるにしても，今後さらに修正を加え

て，地域区分をおこなうとともに，地域に適した防除対

策を検討しようということに意見が一致した。

2）山地気象観測資料の保存と活用

山梨県からつぎの点が強調された。寒害防除基礎調査

でおこなった冬期間の山地気象データーは実際に観測し

た貴重な資料である。ちな象にこれらの実測値ともより

林業新知識のNo.136(1965.3)に紹介された｢人手不足が生ん

だ植栽方法の改善」の現地で植穴の+麹断面を象る土井技官

／

の観測所のデーターと比較してゑると，山地気象の特性

がとらえうるということが例示された。実測資料の貴重

性について意見が一致し，関中林試連の会長より，全国

協議会に提案し資料の一括保存のたあ印刷を検討してい

ただくことになった。

3）その他

林業気象図の作成，寒害発生頻度の算出について山梨

県から提案されたが，協同テーマとして採択されるには

いたらなか剛った。

林地除草剤

林地除草は当部会ではやくから重点テーマとされてき

たが，昭和虹年から地栫と下刈にわけて協同試験がおこ

なわれている。

まず前回の部会に提出された協同試験の中間報告につ

いて長野県から報告された。エ4県のうち第1年目の結果

を報告しているのは4県であり，他の10県は2年目の結

果を含めて報告することを申し合わせた。第2年目の試

験結果について，各県から資料が提出されたが，試験計

画の立案県である群馬県を中心に総合的なとりまとめの

方法と発表方法を討議した。その結果2カ年の成果を下

刈用除草剤と地椿用除草剤とにわけて，群馬県と茨城県

が部会を代表して第79回日本林学会大会に報告すること

になった。

前回の一般造林部会において，各県の試験成果をもと

にして林地除草剤施用基準表を作成した。この基準表に

ついてはその後，新薬剤の開発と実用面の試験とが急速

に進められているので，一部は改訂の必要もあろうとい

う意見があり，これに検討を加えた。改訂の方法として

は各県でえられたその後の成果および実用化している薬

剤を参考として，各県で基準表改訂案をつくり，これら

をとり童とめて新基準表を調整することになった。まと

める隙の注意として，大部分の県に適用できるように，

また確実なものだけをあげ後で付加してもよい，たとえ

薬効は著しくても少数例の薬剤はとりあげないようにと

の意見がだされた。調整した基準表は「材業と薬剤」に

掲載し，ひろく・對畔ﾘを仰ぐ・ことに決められた。

なお，茨城県からば除草剤の施用を中心とした下刈作

業の体系化について提案があり，林地除草剤の実用化試

験の進む方向を示すものとして関心を集めた。最後にさ

いきんの林地除草剤に関する海外の文献をForestry

Abstractsから抜粋した要旨集と，文献交換の方法をか
いた参考喪料が山梨県から提出された。

以上は討論会の記録であるが，一般造林部会として

は，横の連絡を密にして，林地を蕊つめて地道にあゆ

象，今後も成果をつぷ重ねてゆきたいものと願う。
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森林生態研究ノートから
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13．落葉の分解

閉鎖した森林では樹種が何んであろうと，ごく大ざっ

ぱにいって年々新しく出る葉の量はほぼ一定で，その量

にみあうだけの古い葉が落ちて，いつも構成樹種に特有

な葉量をたもっているということは前に記した。この落

葉は森林生態系にとっては，きわめて重要な意味をもっ

ている。

落葉の量はわが国の森林では大よそ乾重で3ton/ha前

後であるが，この外，枝や，実や花，また被圧木や樹皮

も枯れおち，さらに地中では不用になった根なども林地

にかえされ，そこでこれらの枯死有機物は土壌生物によ

り分解をうける。これらの枯死物の総遮は今のところは

っきりしないが，地上部から林地へかえされるものは暖

温帯地方では大よそ5～6ton/haで根も加えると7～8

,lon/haをこすかもしれない。熱帯などでは落葉だけでも

年ha当たり10tonをこえるといわれる。この量は今後も

っとよく調査されなければならないものの一つである。

こうして年湾林木から大地へかえされる物質は，森林

土壌を特徴づける黒色の腐植になり，さらに分解して，

炭酸ガスとチッ素やいろいろの無機養分になって，もう

一度林木に卿侠され生長に役立つ。こうして養分が大地

や林地間を林木をなかだちにして循環するのを私達は森

林の「自己施肥能」とよ・んでいる。

落葉落枝からできる腐植は，一般に表土の化学性をよ

くするが他方でば林土を団粒化して，物理性をもよくす

るのに役立っていることはすでによく知られているとこ

ろである。

われわれが森林を木材生産につかうと，この物質の循

環の経過が乱されるのは当然だが，急激な破壊をした

'り，林木をのこらずもちさったり，大面積に皆伐したり

して林地を裸にしないかぎり，必要な木材だけを，ある

期間おいてとり出すだけでは，そうひどい物質の循環過

程のかく乱にはならないようである。

しかし，短期間にくりかえして破壊すると自己施肥能

は乱され，いわゆる地力低下をおこす。古い林業地で地

力低下のうったえの多いのは，こういったことの外に皆

伐後に急斜でしかも多雨なわが国では表土の流亡が伴う

へ

’四手井綱英

〔京都大学農学部教授〕

からであろう。

落葉落枝ば毎年地表面に供給される。地表付近で分解

されるので，チッ素やその他の發分は林地の表厨ほど多

くなる分布をもっている。特にチッ素は表土に多い。そ

の表土が流されると’地力がさがるのは当然であろう。

土壌生物の分解活獺の度合には主に水分と温度が関係

する。そのため有機物の分解の速さは’土湿の豊かな温

度の高い地滞ほど速い。わが国では全般的に水分はゆた

かだから，主として温度によって分解の速さがきまると

考えてよいだろう。

上記のように林地に供給される量は閉鎖林分でさえあ

れば，樹種にほとんど無関係にだいたい同量だとする

と，その林地にたまっている有機物量は分解の速さによ

ってきまってくる。分解のおそい寒冷・寡雨地帯でIま有

機物が大量にたまり，分解の速い温暖，多雨地帯では小

量しかたまらない。
〆

つまり，寒冷寡雨地帯では有機物の資本蓄積は多いが

分解の利率が低く，温暖多雨地帯では’賓本蓄溌がすぐ

ないが，利率が高い。つまり回転が速いのである。

熱帯降雨林は落葉だけでも10ton/haも毎年おちるが林

地にはまばらにしか落葉が翠られない。計算して象ると

一年以内で全部分解してしまうようである。北海道の針

葉樹林になると，分解がおそいので，落葉落枝は何十年

分もた蓑っている。

十分に成熟した天然林では，どこの気候帯でも落葉，

落枝の供給鐘と分解の速さとの関係から’一定の安定し

た落葉層，土壌中の有機物量をもつようになり，年だの

分解量は一定になっている。もちろん’同じ気候精で

も，地形により，局地的な変化があるのはあたりまえで

ある。

たとえば，熱帯降雨林などでば分解が早いので落葉落

枝域はきわめてすぐないが，土壌層も風化が十分である

のできわめて深い場合が多く，腐植はわが国の森林土壌

などよりはるかに深くまで侵透しているようである。

逆に亜寒幣林などで，腐植の堆積量は多くても’土層

の浅いところでば，意外に有機物総量の少ない場合もあ

る。
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が，いわゆる粗腐植の堆積により土壌中の養分の溶脱が

はげしくなりポドソール化をおこす場合もあり，生育そ

のものが，必ずしもよいとはいえないし，ポドソール土

になると更新が非常にむずかしくなってし童う°

私達の測定結果から承ると，資本の多いところは利率

がひくく，資本の少ないところは利率か高く，結局，毎

年の生長量は，亜寒帯から熱帯童でそう大きな違いが見

出せなかった。これは，一方では，高温地帯ほど葉によ

る同化量は大きいが，また呼吸による消費趣も著しく大

きくなってしまうため，鎧引きとして残る生長量には大

した違いが出ないことになるという見方からもうなずけ

よう。

われわれが今震で調査した結果では，各気修諦で最も

落葉蒋伎の多い場合をとってゑると，表のようになる

（この表はごく概数である)。
－

気 帯 ｜温淵亜寒籍候帯1
層区分IAol

機物量''301
解率’1.21

全層IAol全層土
一
有
一
分

50

5

20

130300

1．20．7

分解に要する年数 80''40

このように温度が低い封蹄fで有稜物が土壌中に多いこ

とは，一方では安定した生長が期待されるともいえる
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島根と岡山の中国山地の村なには，旧正月（暦の上

で2月頃）を中心に神楽がさかんに行なわれる。出雲

神楽と備中神楽で天の岩戸の神話物語を中心に国ゆず
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り，スサノヲなどの古事記に取材したものである。

この地方の人左にとって雪の下の季節は激しい労働

に明け幕れる1年の骨休象の時期で，荒神の森に神楽

の座がたつ頃になると子供たち瞼，あかぎれの手を綿

入れの清物の中へ入れて集まって来る。今では神楽も

観光客の見世物になって年中拳せているから珍しくな

くなってしまったが，私たちの幼い頃は，これが唯一

の娯楽で，屋台のこんにゃくのおでんを食いながら夜

ぴいてふた思い出がある。

神楽は天地創成からスサノヲのオロチ退治までの神

話を劇形成に総成したもので，最も人気のあるのは最

後のオロチ退治である。「身一つに八頭，八尾」とい

う神話の中のオロチの伝説は，この地方の優秀な砂鉄
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ノウサギ

と

ユキウサギ

林業関係者である私たちにとって，ノウサギは可愛い

どころか，困った存在であり，さらにその名をきくだけ

で，うんざりするほど苦い経験をもっているひともある

だろう。なにしろ，午前中に植えた苗木が，午後には無

残にも食い切られていた例もあって，ウサギは夜行性動

物であるという定義はあてはまらなくなってきた。まさ

に，白昼にどうどう銀行を襲うギャング的な存在であ

る。い重さら，わたくしはこのギャングの悪業のかずか

ずを，くどくどとここに述べようとは思わない。それよ

りか，日本にいる野達のウ炊ギについて動物学的に解説

し，ご参考に供しようと思う。この一文によって，ノウ

サギの正体を知っていただければ幸いである。

近ごろの動物図鑑を象ると，ユキウサギという名がの

っている。そして，北海道にいるものをエゾユキウサギ

として，ふるくからのエゾノウサギの名は消えている。

長いあいだ，よびなれた名が消えるのはさびしいことで

ある。まして，エゾヤチネズミとともに，その名をとど

ろかせていただけにひとしおである。では，なぜ改名し

たのであろうか。まさか，いま流行の姓名判断による改

名というわけではない。じつは，いままでの名は他人の

ものを使っていたので，これでようやく本来の名にかえ

ったことになるのである。このいきさつを説明するに

は，かなりの紙面を要するが，しばらく読んでいただか

ねばならない。

従来の分類によると，北海道にいるものはエゾノウサ

ギ，本州のうち東北地方から新潟・長野北部にいるもの

をエチゴノウサギ，それ以南から四国・九州にいるもの

をノウサギとした。このほか佐渡のものをサドノウサ

ギ，隠岐のものをオキノウサギとしている。これらはノ

ウサギという1種類の動物が，地理的に変化したものと

考えられていた。ところが，近年になってソ連を中心と

してウサギの分類学的な研究が進んだ。その結果，つい

さきごろまでは，ネズミと同じ畷（けっ）歯目に含まれ

ていたが，いまではウサギ目という立派な位置があたえ

られ，これについで細かい分類が再検討されるにいたっ

た｡

ウサギといえば，いずれも長い耳をもっていて，大き

さもほぼ同じくらいで，あまり外見はちがわない。それ

でも，この地球上に20数種類がすんでいる。これに兄弟

ぶんのナキウサギを加えると2倍以上になるから，なか

なかその分類はむずかしい。たとえば，飼いウサギとノ

ウサギとをくらべてみると，ほとんど形態的には見わけ

がつかない。ところが，この両者のちがいは，まさに月

とスッポンである。ましてや，両者の雑種など生まれる

はずがない。それをつくろうと，ドイツの学者は熱心に

やったが，ついに不成功に終ってしまった。なぜ，雑種

ができないか，これを証明したのが北海道大学理学部動

物学教室の牧野佐二郎教授である。いま亥でのこの学説

は欧米の文献に引用されている。要するに，染色体が飼

いウサギでは44個なのに対して，ノウサギでは48個であ

るから，これでは交尾して受精しても，細胞の分裂が正

常に行なわれないから，そのまま消失してしまうのであ‘

る。

飼いウサギは，もともとヨーロッパにいるアナウサギ

という種類を飼いならしたものであるから，その名のと

おり地中にトンネルを掘り，そこを生活の中心としてい

る。すなわち，昼間はここに休暴，繁殖も行なう。

飼いウサギが出産するときに，巣をつくるのはこの習

性のあらわれである。これに反して，ノウサギは出産す

るときも巣らしいものはつくらないし，休むときも枯れ
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枝の下などに隠れるだけである。これだけの相異があり

ながら，外形的にはあまり差がないのだから，形態分類

学者は手をやくのである。本論からやや離れたが，いか

にウサギの分類がむずかしいかの一端をお知らせしたま

でである。

さて，ノウサギの分類学的な研究が進むにつれて，ヨ

ーロッパからアジアにかけては，すくなくとも2種類の

ノウサギのいることがわかってきた。この場合も，外形

的には区別のつかないほど似ているので1種類と考えら

れていた。しかし，解剖学的によく調べて象ると，鼻骨

の先端が短いのと，長いのがいることがわかった。これ

は形態的に重要な特徴で，前者をユキウサギ，後者を

ノウサギという別の種類にした。日本のものをこの特徴

で分類してみると，北海道のものが前者に属し，それ以

外の地域のものば後者であることがわかった。したがっ

て，日本のものは2種類になり，しかも北海道のものは

大陸のものとはちがっているから，これをエゾユキウサ

ギとよぶことになったのである。これと同時に，本州産

の従来はエチゴウサギとよんでいたものをトウホクノウ

サギとし，本州以南から四国・九州にいるものをキュウ

シウノウサギとして明確にした。これで日本のノウサギ

の分類も世界的な視野で碓立されたわけである。

ここで問題になるのは，冬になると白変するのと，し

ないのとは分類に関係がないのか，ということである。

ご存知のように北海道から東北地方にいるものは，冬に

なると被毛が白くなり，それ以南のものは冬でも白変し

ない。これは見かたによれば重要な区別点である。実際

にも，これに重きを鐙いて分類した時代もある。しか

し，いまでは環境に適応した生理作用としか考えられな

い。だいたいにおいて，白変するものと，しないものと

の分布上の境界線は1月の平均気温が4．Cの線に一致

している。すなわち，それ以下のところに白変するもの

が，それ以上のところに白変しないものがいる。したが

って，この境界線にあたる新潟・長野両県下では，白変

するものと，しないものとが混在している。日光の男体

､山あたりでは白変したものは雪の多いところに，しない

ものは雪の少ない林内に生息している。

この白変については，まだまだ問題が残っている。最

近になって，山形県林業指導所でたくさんのノウサギを

飼って実験した結果，日照時間が短くなると白変し，長

くすると白変しないことを実験的に証明した。この実験

は従来の学説を破る重要なもので，その学問的な価値は

非常に大きい。しかし，これと反対のデータもある。か

つて，北海道産のものを東京につれかえって飼ったとこ

ろ，冬になるたびに白変し，それを6回もくり返えし

た。これは上記の2学説では説明することができないc

むしろ，これは遺伝的な形質と象なければならない。こ

れをあきらかにするには，さらに生理学的，辿伝学的な

研究を必要とするのである。

ドイツはケッチンゲンにある林業試験場に，シンドラ

ーというネズミの研究者がいる。まえから文通している

仲なので，数年まえのことヨーロッパへ行ったおり同博

士を訪ねた。かれは非常に喜んでくれて，わざわざ東西

の境界線まで案内してくれた。そのおりに，ノウサギの

被害について話したが，どうも両者のあいだに間隔力§あ
って話が進まない。それは，ドイツでは狩猟家がウサ

ギ，この場合はアナウサギとノウサギであるが，このい

ずれかを射てば，1頭について8マルク（約800円）を

税として納入しなければならない。それなのに日本で

は，ウサギの耳をもって行けば100円で買いあげてくれ

るというが，なぜ日本のハンターはウサギを射たないの

かというのである。これには返事に困ってしまった。

また，デンマークのウサギ研究者にあったおり，アナ

ウサギとノウサギと，どちらの被害が多いか，という質

問をしたところ，かれは頭をかしげて，しばらく考えて

いたが，被害はないというのである。したがって，デン

マークでは，ウサギを害獣あつかいにはしていない。む

しろ保護しているのである。ドイツでも，やばり多少の

被害はあるが，狩猟動物として大切であると考えている

ようだ。この国のように，林業家すなわち狩猟家である

国がらでは当然なのかも知れない。結局，わたくしはア

メリカ・ヨーロッパとまわってゑたが，ウサギ対策とし

て得るものは何もなかった。そして，日本の針金ワナが

もっとも優れたものであることを，あらためて認めたわ

けである。

日本には，もう1種類のウサギがいる。ご存知のアマ

ミノクロウサギである。謹美大島と徳之島だけにしかい

ない珍しい潅翻である。もちろん，天然記念物として保

謹されている。このウサギは原始的な形態を残してい

て，その血縁のものは遠くインドにいる。それが奄美群

島にだけいるのは，生物地理学の立場から象ると，この

群島の成立をもの諮る生きた化石ということができるの

である。アメリカの軍政当時はかなり乱狸されたが，い

まではその価値が認められて保護されている。ただ，奄

美大島では内陸の開発が進んでいるので，その生息地ほ

狭くなりつつあるのが心配である。名瀬市に近い大和村

中学校では，県数育委員会の援助をうけて飼育し，研究

を進めている。このほどその研究の一部が生徒によって

東京で発表され，専門の先生がたから激賞された。
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る。極端にいった森氏の表現をなぜこのように真面目に

促らえていうかといえば，人さまざまでお互いに見方，

考え方の相異があるからどうというのではないが林学

に，林業に常に研究し，また行政に搦わっている方奔は

どう思うかであり，日夜その研究，対策に努力をしてい

ることを知っていただきたいためである。ことに'0数年

前までは適地適木といっても私観的か，以前にそこにた

とえばスギが生育していたからといってスギがよいだろ

うときめていたことも現在は樹種の生理，生態と土壌，

気候等を結びつけた科学的な適地適木をきめるようにな

っている，さらにさらにいうなれば施肥，育種，そして

作業の機械化というように，もちろん，このような変わ

り方は森氏のいう変わっていないという意味とは違うか

もしれないが変わっているのである。そのためにたとえ

ば枯損率は少なくなり，個々の林木の生長率も大きくな

ったし，労働生産性も大きくなったことは確かである。

ただ，年＊の収捜物に現われないところに森氏のよう

な見方になるのであろう。そのような見方をすれば人間

だって何千年来，変わっていないといえるのでなかろう

か。林業は変わるというのはどういうことだろうか，手

段である技術も経営方法も遅禽ながら変わっていること

はまえにちぬっとふれたような事実がある。

その変わり方が遅いということであれば速める方法は

あろう。その方法は国が研究腱はもちろん，推進のため

もっともっと投溢をすることであろう。一つの見方たと

えば土地面澱当たりの投資を考えてみると同じ土地生産

業である股業の何百分の一か，あまり少ないので，比較

にならない。このような投資で生産力を期待するのは無

理で，現状すら維持が麺きないであろう｡.また’30年も

40年も云を芸がない，10年位でりっぱな材料となる樹種

を開発･･･…栽培林業を考える必要があるといわれる。ご

もつとも，しかし，稲とは違う，毎年毎年収穫する園芸

植物や果樹とは林木は違うし，植付け場所も山となれば

限度がある。その限腫はわからないので，研究の成果を

基にして肥料を施し，品種改良という事業をすすめ期待

に添うよう努力しているのである。品評会に出品する木

材を作るのではなく経済的涯価値ある商品を作るとなれ

ばどこもかしこも栽培林業は期待する方がどうか，森氏

がいうように'0年位で30年，40年の林木にならないかと

日本だけでなく世界各国の学者は研究を続けているだろ

うが，現在までの科学の蓄積では考えられそうもなく，

高分子化学による合成の研究をすすめている。しかし，

私は絶対不可能なんていう知識をもっていない。もし’

（36ページに続く）

彰会員。2底場 森有義氏の

｢これからの林業」

の一部を読んで

伊藤清三

〔前長野営林局長〕

）「これからの林業」を読1月号に書かれている森氏の「これからの林業」を読

んで，森氏は林業のことを憂いていろいろと私ども林業

関係者に激励の助言を与えてくれたり，林業人ではズバ

リといえないようなことを述べて，私にもその道理とう

なずくこともあって，同蕊の1人として敬意を表してい

る。ただ，私をしていわせれば森氏の意見の前提にもう

少し，植物である樹木（生物）ということを知り，林業

というものの本質を深く知ってのことであればいささか

表現も意見も異なってきて，私ども林業関係者にも地に

ついたヒントや助言を与えてくれたであろうと思う。森

氏は「電気については今日原子力発電にまで発達してき

ているが林業についてば旧態依然，極端にいえば千年前

も今日もほとんど変わっていない」とか「30年も40年も

かかって成長するのを持っているのは芸がない。10年位

でりっぱな材料とする樹種を開発し，早くそだてること

をなぜ研究しないのか，専門家にいわせると，そんなこ

とができないというだろうが私達から験るとむしろ不思

議なのである」といっている。あまりに憂い激励する？

ということでは確かにそんなことを考え，そう思うであ

ろう。私も林業に関係した初め頃は森氏のような考えを

もったことがあるし，素人の大部分もそう思うであろ

う。しかし，私は植物というものをいささか知ると，そ

んなことを考えるのはどうか，また森氏は極端である

が，林業健千年前と今日はほとんど変わっていないとい

っているが，千年前はどうであったかを何によってその

ようにいうのであろう。私はわからないが木材という

形？生えている森林の表面の象をゑて変わっていない

ということであればわかるような気がするが，私の知っ

ている（記録等）限りでば人間のために価値を作る育て

かた，たとえば個なの林木を太くするための間伐とか，

富た，材の価値を高めるために行なう技打作業，それに

#i!根をなくし，生長を促進するための下刈作業なんかは

少なくとも昔はなかったと思うし仮に一部にしたとして

もその方法は違っていた。現在は激次，植物の生理と労

力の調和を科学的に考えながら行ない，変わってきてい

●
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ALZ↑､ｲ､ｲZfj､j､'1コ､'r'1､小 福祉向上のために，国有林野の活用を図らんとする」も

ので，林業の立場を否定し，農用地の払大のみを眼目と

するものでは断じてない。

このことは昭和39年，全国国有林野解放対策協縦会で

調べた「関係市町村の用途別国有林野解放要望而職」が

次の通りであったことによっても証することができる。

また，林政会等は本法案が林業の抹殺を意図している

左証として「林業基本法との重複性」をあげているが，

そもそも，林業基本法は林業に関する政策の目標を明ら

かにし，その目標の達成に資するための基本的な施策を

示す，しょせん宣言法にすぎない。

もし，林業基本法に，国有林野の活用に関する規定が

あるから，本法案制定の要なしというなら，林業基本法

に「国有林野の管理および経営の事業に関する規定があ

るから，国有林野法等も廃止すべきだ」ということにも

なり，いかに林政会等の見解が，非理論的であり，3噸

実的であるか判明することと思う。
●

とくに，現行法規，現行制度における国有林野の活用

等は(1)林業用地としての払下げ(2)直営生産団地の活用(3)

股業用地としての払下げ法(価絡)の二方式(4)酪腱附滞地

抵ドげ(5)挫業用地としての幼齢林払下補償(8)活用等個別

裁定等に「強度の制度，矛盾あり，現実的に不可能」に

近く，国有林野の活用によって，名実ともに腱林業の柵

造改善を推進し，地域住民の福祉を向上するためには本

法案を制定実施することは絶対的不可決の要因である。
●●

第二本法案は国有林野の承でなく民有林野までも艇

用地転用を促進せんとするものである。というが，狭い

国土に人口増加，家族核の分列，産業（ことに工業，観

光）の躍進道路綱の整備などのため，農用地は毎年膨大

なる面稜（年間約29,000ha)がこれらの用地として砿

用されている。かりに林政会等の見解が正しいものとし

て，林野の艇用地転用を禁止したとしたら，わが国の股

畜産業，ひいては国民の食繼確保の途は一体どうすると

いうのだろうか。

もちろん，幾畜産業より林業の方が，単位面穣あたり

の国民所得が優位である林野まで，農用地に賑用すると

いうのならともかく，そうでないかぎり，林政会等の見

解は国土の高度利用を否定するものである。

副会員の広場 国有林野

活用法案制定の

必然性について

堀金七郎

〔福島県林業改良普及協会員〕

:された，国有林野の活用に関す林政会が，さきに公表された，国有林野の活崩に閨す

る法律案に対する反対意見害，ならびに本誌登載の太田

男治郎先生(No.304号）や，橋本辰男君侭o.306号う

等の本法案反対見解を拝読1,､たし，あまりにも旧態的観

念にとらわれた，偏見的見解のように思われたので，林

政会（主に太田先生）の見解に対する反論を試敦，日本

林業技術協会会員諸兄のご批判をこいたいと思います。

林政会は「今次の国有林野活用法案は，林業の立場を

否定し，股用地の拡大を眼目とするもので，国有林野の

みでなく，民有林野までも，腱用地呼伝用を促進せんと
するものであり，ひいては，国有林野の解体，国土利用

の革命，土地所有の変革を脈予せんとする画期的法制で

ある。

この革命を遂行する手段として，国有財産をダダのよ

うな安価で特定者に売払う制度を設けようとしているも

のである」との見解である。

これらの見解はいずれも，本法案をよく読んでおらな

いか，さもなければ，明治以来，国家主義的基盤造成と

独乙の法正林経営を理想的目標どして，手塩にかけてつ

ちかってきた，国有林野制度を堅守することに目がくら

み「山（国有林野）は象ても，人（地元住民＝国民）は

象ない」ための暴論としか思われない。

第一「本法案は林業の立場を否定し，艇用地の拡大を

眼目とするものである」というが，本法案の第一条を一

見しただけでも明白なように，本法案は，わが国におい

てもっとも後進的で民力の低い「国有林野所在地域にお

ける，農林業の櫛造改善その他産業の振興または住民の
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林政会等も国土が有効に利用されることは望んでいる

が「国有林野成立してこの方，股拶髄地は積極的に挺下

げられ，国有林野の中には優れた農用地は温存されてお

らず，かつ戦後行なわれた開拓地が有利厳農業，所得の

高い艇家育成に寄与どころか否定的な事実からゑて，国

有林野の活用は艇業の成立にマイナスになる」という。

はたしてそうだろうか，確かに，国有林野成立以来，

農耕適地の払下げが行なわれたことを認めることはやぶ

さかでない。しかし，現在の国有林野の中に優れた農用

地が温存されていないということについては，大いに疑

識がある。その根拠は「国有林野の払下げおよび活用は

国有林野経営に支障ない範囲であって，いかに農耕最適

地であっても，国有林野経営に支障ある場合，いや，支

障ありとの理由で払下げおよび活用に供せられたことが

ない」こと，ならびに「開墾，農業，牧畜，園芸など

の技術が急速に進化し，過去において疑問視された適地

も，現在において十分艇用地として利用しえる段階に達

しつつある」ことなどである。しかも，前掲の国有林野

解放要望面稜表の通り「国有林野総面積に対し，田，普

通畑1.1影，樹園地0.6％，牧野採草地3.3影，計5％程

度」のものがないのだろうか，あらゆる角度から検討し

てゑるとあるようである。

つぎに，戦後行なわれた，開拓，牧野，行政につい

て，手きびしい批判があるが，これほど無理解な一方的

なものはないと思う。というのは，敗戦によって無一文

になった数百万人（海外引揚者，戦災者）の人左に，土

地を与えて，一時的にもせよ定着せしめて混乱もなく再

建した功縦を忘れていること，および開拓のごときは，

未墾地が総買収（所属替を含む）而砿のわずかに7％北
海道を除けば2％の29,666haで，その大部分が新規所

属替地および離股者分の一時賀戻地である実態等からゑ

て，北海道の場合を除けば開撚行政はまずまずの成績で

批判するのは当を得ぬものである。もし推測するとすれ

ば，開拓者にではなく国の脚石施策に向けられるべきも

のと思われる。

ただ，払下牧野については次の通りの利用状況（全国

的費料が手元にないので福島県関係の詮）

牧野
採草地 識野-露#…豊褒琢慧祷撫 その他(転用転買）

2％

S.42.1)

13,060町33%3%6%25%68%30%2%

摘要前橘営林局調(S.42.1)

であって,薪炭林地を未利用地と象なせば,利用地43％，

未利用地55％となり，必ずしも良いとはいいえない。

しかし「この責を股山村民にの恐きすることは断じて

承服できぬ」その理由は(1)立地条件が草地利用上不適当

な地域が多いこと（畜産利用可能地は“％の見込）(2)畜

種が馬から乳牛（最近は和牛）へ変化したこと(3)払下げ

主体が牧野利用股業協同組合であったため，農協法に抵

触し，畜産利用不適地についても造林利用ができなかっ

たこと(4)とくに農地法第4条に目的外利用の禁止規定が

あることなどである。

むしろ，磯山村民は畜産利用不適地の採草放牧地に波

極的な造林利用の意欲を阻止しているものが国であって

象れぱ「その資は当然国に蹄すべきもの」である。本県

においてはこの欠陥を是正し，農林業の近代的発展に対

応でき為農林業者の生産韮盤を確立し，その振興を図る

ため「福島県牧野利用促進要綱」を制定(S.42.5)し前

向きに利用促進を図っている。
●、

第三本法案は国有林野を解体し，わが国の林業（主

に木材需給調整）に破滅的打撃を与え，国土の荒廃を招

くこと必至である。など刺激的な字句を弄して抽象的に

論じられているが，現実はその逆のように思われてなら

ない。

国有林野存立の最底限面職が現面積であるという。科

学的根拠があるならともかく，林野庁所管林野面積725

万haに対し，かりに国有林野解放要望調査時以降の農

山村における人国過疎現象に伴う要望面蔽の縮減および

適地選定基準による共同調査の結果，不適地としての削

減などがなく，要望通り解放されたとしても，その面積

は127万ha(約18%)に過ぎない。

これ位の国有林野の解放(活用)で，国有林野の解体，

同制度の崩壊はもちろんのこと，わが国林業とくに木材

需給調整に，破滅的打蝶を与えることは，絶対にありえ

ず，むしろ，わが国林業の進展，股林業の近代化に資す

ること大なるものと思われる。

その根拠であるが，現在における国有林野の木材需給

調整（機能から，国有林野解放が実施された場合の影響

を林野庁監修，林業統計要雌ならびに前場，国有林野解

放要望調等）から算出してゑると次の通りゼロに近い

0.2影にすぎない。

瀞篭篝謹溌鮒）
これ位の数値は，わが国森*胴『有者総数の99.8％にあ

たる林業経営規模20haにも承たない。農林家に対し，

可能なる限りの経営規模拡大，土地集団化の上に立っ

て，経営の合理化を図るなら，むしろわが国の森林資源

の増大，木材需給調盤機能にも役立つことは明らかなこ

とである。
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これに対し，林政会等は，農林業柵造改善のため，国

有林野を分割して農林家の経営規模を拡大するよりも，

多数の零細林野（僕耕地）を築団化して合理的経営を可

能とすることが重要である。というが，これほど「艇山

村の実態,入閣の本性を無視」した見解はないように思
われてならない。

もちろん，わが国農林家を現総数の10～20％程度と

し，他を離農林させなければ国際競争力の高い腱林業の

成立はありえない。しかし，現時点においては兼艇業家

ほど生計が楽であり，離農政策も確立されておらず，か

つ，人間の郷土，職業等に対する執蒲心等考えるとき，

一挙に実現することは革命的混乱を引き起こすおそれあ

り，許さるべきことではない。かといって，このまま放

置するときは，わが国における農山村は「山野あれど，

住む人やなし」という状態が出現することは，ここ数年

来の人口過疎現象から象て明らかなことであり，かくて

は，わが国林業の崩域にもつながるので「山村民をいか

にして山村に定着せしめるかは刻下の急務であり」その

ためには山村民の要望する国有林野の活用（解放）を始

め，あらゆる施策を椎ずべきであると思う。

つぎに，林政会等は本法案が制定されると国土の荒廃

を招き，雨降るたびに洪水を伴い，悲惨な聯件が毎年く

り返されていくというが，この見解もまた非科学的なも

のである。

森林の国土保全機能については是認（限界あるが）す

る。ただし「森林の国土保全機能は，林野の管理経営

（造林，治山等）のいかんによっては差あるものである

が，林野の所有形態によって差（国有林にあり民有林に

ない）あるものでは断じてない」ものである。

このことは,前年より引継いて二回も発生した新潟県
加治川の大洪水（絶対的降雨戯の過多が主因）が「加治

川上流の国有林の崩壊が原因」という，流域住民の声を

聞いても証しうることと思う。
●●

第四，本法案は，また国土の利用，土地所有の変革

を，革命的手段をもって断行せんとする画期的法制であ

り，国有財産をダダのような安価で特定者に売払う制度

を設けようとするものである。というが「あまりにも非

常識なあまりにも欺満的な見解」ではないだろうか。

本法案は，国土の高度利用，経営規模の拡大，土地の

集団化等の見地に立って，国有林野の活用（解放）を図

らんとするものであることは確かであるが，これを遂行

する手段として，国会〔保守党員過半数を占めている）

の譲を経て，制定された法規にしたがって実施しようと

するものであり，かつ国有林野の解放価絡については，

国有林野の成立過程縁故関係，農林業振興等の観点か

ら，現行法上許される範囲において，低額とは要望して

いるが無償に近い価絡など要望したこともなく，現に本

法案を象れば明らかなごとく価格低減の規定もない。

また，売払う対象も本法案によれば，農林業を営む個

人，農業生産法人，農業協同組合森林組合，地方公共団

体などであって特定者に売払う規定もないようである。

このように明白なることを，いかにも本法案に罪（革

命的手段で特定者に安価に売払う規定）あるがごとく，

ねつそうし国民を惑わすことは断じて許されないことで

ある。科赦会等の方為は「法治国家，民主国家」を，ど

のように解されているのか，疑問すらわいてくる。

稿を結ぶにあたり「本法案の制定によって農林業の進

展，地域住民の福祉増進等腫資すること大であるが，国

有林野の崩壊，国有林野制度の解体もありえない。ただ

し，艇山村人口過疎（とくに山村民の定着）対策も確立

せず，国有林野において，頑固に直営生産方式を継続す

るなら，近,!『の内に国有林曝削度の解体はありえる」と

いうことである。

これをさける途は「むしろ本法案を一刻もす象やかに

制定実施する」ことであると思われる。

捧蕊象…2鉢…誤究…夢洪…§呂§q…2涯龍＝巽嬢…恥丘＝之唖…謹ま…竃乏…湧評鍾容垂

（33ページから続く）

可能にするためといえばきわめて長期に莫大な金と数多

くの研究者（林学以外の）が必要であって，限度のある

世界の金，研究者数から，そのために割くことができる

であろうが，できないとすればいくらかの短縮はあって

も不可能に近いというべきであろう。そして，植物を知

り，林木を知る学者であれば，このような林木の栽培に

関する研究よりも，まえにふれたように高分子化学によ

る物質の合成発見に努あるであろう。現在もプラスチッ

クがあるように。

私臓森氏の意見に反論するつもりで読んだのではない

が，1部を捉えて反論したようになったのは，林学，林

業の研究者はたゆまず，林業発展のために研究に，開発

に努力していることを知っていただきたかったことと，

森氏のような博学な方が，植物(生物)，林木（年灸の収

穣が得られない）そしてその生育地が山であることをも

う少し知っていたならばさらにさらに稗益するピンI､を

私どもに与えてくれたのだがと思うからである。意見の

一部，激励した表現の一部を捉らえてこんなことをいっ

たが，これも技術者根性の現われであろう。しかし，私

は退官したといえ，森氏の意見，激励の言葉を素直に頭

に入れて林業発展に今後とも努力したいと思っている。
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践者である，元関西林木育種場山陰低台仕立てと高台仕立てに大別し，

支場長田中周氏は，深い学識と体それぞれの特徴をのべ，具体的な高

験に韮づき，採穂園についての集大さ，植栽本数，植栽間隔，樹形誘導

成をこころ嬢られ，それが上記の箸の仕方，台木の手入れなど，植栽第

醤となってあらわされた。1年目からほぼ安定した台木となる

本書は，採穂園の意義を，労務の第7年目まで，年ごと，時期ごと漣

合理化および樹木生理の応用の両面行なうべき施業を，くわしく説明し

から説きおこし，採穂園の用地と配ている。

植，採穂台木の形,さし穂の発根性，本書は，一読して理解するという

採穂園の肥培管理，採穂台木の仕立べきものではなく，常に現場に挫帯

方と手入の実際など，採穂園の造成して利用する，いわゆるハンドプッ

から育成管理に必要なすべてを網羅ク的な利用がなされるであろう。本

しているといってよい。質的な問題ではないにしても，装丁

特に，本書の特徴としては，理論もそれに適したクロース張の堅牢な

的な説明ば必要最少限度にとどめ，ものであり，関係者の心づかいが感

自らの体験に基づく，実際上の取扱じられてうれしいものである。

いを，100枚にもおよぶ豊富な写真採穂園管理に関係した技術者はも

と図を駆使して，懇切に説明していちろん，一般造林者，種苗生産者の

ることである。座右の書として，おすすめするもの

1例をあげれば，採穂台木の仕立である。

方と手入れの実際の項においては，
lOI10Q1代r0OdlIlIMO411,｡'"Ihdljｳ00.‘I1DMo04“00001･Ll9blIClhOOO'ⅡOI1c00QolI叩8..190F0.』ｵo66001I･叩Uo01IlO･OWIIO4IOh0.｡』0600.09011,.0.'IOoOIWlOCI･11Pb0901IOJ4IIDa0I叩lO0rI塒01‘1161$,DQq''0.490ｵI｡,OPO11dOtOoIb0410tlO･』''01"10010.BPb4

下記の本についてのお問い合わせは，当協会へ

古蕎はとかく売切れになりやすいので，ご注文は前金でなしに，お申し込みに
対し在庫の有無，送料をご返事いたしますから，それによってご送金下さい。

の

繍翁～

採穂園

林木種苗の生産技術

岩川盈夫監修

田中周著

地球出版

B6版150頁450円〒100円

林業経営を有利に展開してゆくた

めには，天然林を，材質，材価，成

長量などのすぐれている人工林に転

換してゆくことが必要であること

は，いうまでもないが，単に人エ林

であるというだけでは満足されない

時代となってきている。

すなわち，林業においても，遺伝

的にすぐれた特性を内在した，優良

な品種，系統の種苗により，人工林

を造成するため，林木育種事業が始

められ,十年の年月が経過している。

もとより，この事業は，林木の遺

伝に関係するものであり，この十カ

年は，いわば，基礎固めといえる期

間であったが，第1段階としての選

抜育種については，ほぼ計画どおり

の実行がなされつつある。

申すまでもなく，選抜育種によっ

て得られた糖英樹クローンの増殖は

採穂園においてなされるが，この採

穂園の造成あるいは育成管理の実地

拒おける取扱いについては，一部の

地方における経験的伝承的なものが

見られたの象で，広く一般林業関係

者の知るところとはいえない点があ

った。

今回，林業試験場造林部岩川育種

科長監修のもとに，この道有数の実

一■

』
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1．合理的短期育成林業技術の確立に関する研究

2．寒害防止に関する研究

3．材質育種に関する研究

4，林地土壌の生産力に関する研究
●

5．カラマツ先枯病に関する研究

6．マツ類の穿孔虫に関する研究

7．．崇雪地帯の造林技術に関する研究

B経営研究

1．経営部門林業経営，経済，森林の測定お

よび施業に関する研究

2．機械化部門林業機械，作業能率，林道作

設技術の高度化に関する研究

3．造林部門林木における諸形質の遺伝，純偉
系育成試験林木の交雑育種，スギ在来品種の

特性，抵抗性品種の育成，タネの生産，育苗， も

植栽方法，保育，更新，林木の根の生理生態

森林植物，大気汚染の林木の生育におよぼす影

響に関する研究 ①

4．土壌部門土壌の生成分類，土壌の理化学

的性闘，地力維持，土壌と林木成長との関係，

土壌微生物，林木および苗木の養分吸収，苗畑

施肥ならびに苗畑土壌の管理改良，林地肥培に

関する研究

5．保謹部門林木の病害，苗畑の病害，樹木

病原徽の分類，針葉樹の腐朽病，病虫獣害の薬

剤方法，マツカレハの生態，吸汁性害虫，木材望

の防蝿，天敵ウイルスによる害虫防除，森林害

虫の病原微生物，穿孔虫類の分類，早成樹種の

穿孔性害虫，野生鳥獣の被害防除，野生鳥獣の

保謹管理に関する研究

6．防災部門山地荒廃の予防,山地荒廃の復亀
旧，水源の理水，防災林，森林災害の防止，森

寺

林気象に関する研究

7．木材部門木材および加工品の性質，木材

利用技術の向上，新技術の開発に関する研究
ら

8．林産化学部門セルローズ，ヘミセルロー

ズ，木材の高分子化学性質，リグニン，抽出成

分，パルプ，ファイバーボード，木材炭化に関

する研究

Ⅳ試験研究発表題名一蝋表など

（配付先：都道府県林業試験場，各営林局）

◎山林種苗共済事業について

全国山林種苗協同組合連合会昭42.3(B5109P)

本書は，林野庁の委嘱をうけて全苗遮が調査した山林

種苗の残苗および災害に対する共済事業規約等について

収録されたもので，鹿児島，栃木，静岡，徳島，鳥取，

衛山各県の山林種苗協同組合の共済覗業が記載されてい

る。（配付先：各府県林務部課各府県山林種苗組合）

◎関東，中部地区

林地肥培共同試験報告書

関東，中部林業試験指導機関連絡協議会

昭42.3(29P)

この報告書は，関東，中部地区林業試験指導機関連絡

協議会土壌肥料部会が昭和36年度より共同試験として，

スギ，ヒノキ，アカマツ，カラマツの4樹種を対象に植

栽時および幼齢時（10年生前後）における施肥と土壊型

との関係をとりあげ実施した，その結果をとりまとめた

ものである。内容の主なものは

I試験設計およびとりまとめ方法（1）試験の種

類および樹種（2）肥料の種類および施肥回数

（3）施肥設計および試験の規模（4）とりまとめ

方法

Ⅱ試験の分担

Ⅲ試験成讃（1）植栽時施肥試験（土壌型別）

（2）幼齢林施肥試験

Ⅳ試験結果の応用（1）肥効の程度と持続性

（2）施肥鐘について(3)igluの時期(4)樹

幹形の変化（5）肥効の象かた

（配付先：関係県林試，国立林試）

◎昭和41年度農林省林業試驍場年報

農林省林業試験場(A5221P)

腱林省林業試験場では毎年1回，試験研究の動向をは

じめ，その年度に行なわれた経常研究，特別研究などの

研究の概要を収録して，年報として印刷し，関係機関に

送付している。本年報はその41年度分である。

内容の主なる鄭項をあげると

I研究の動向

Ⅱ研究目標と試験研究項目

Ⅲ主要試験研究の概要

A総合研究
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百

化のため107経営区で市況調査を行

ない，生産合理化のため作業道を設

けること，などが新規である。

なお国有林の歳入の大宗をなす伐

採量は2,147万In3で，その内訳は立◎43年度林業関係予算

総額は1,809億円を超す

43年度林業関係予算要求額が大蔵

省との間できまった。総額は1,809

億5,379万円で前年度比170億5,765

万円の増となる。

この内訳は，公共409億7,379万7

千円で，これは前年度（382億3,515

万7千円)比7.2％の増，非公共81"

1,429万7千円で前年度（74億5,019

万円）比8.9影の増，この一般会計

の合計は491億809万4千円で前年度

(456億8,534万7千円）比7.5影の増

である。

特別会計は，国有林野事業特別会

計（国有林野事業勘定）は歳入，歳

出とも1,300億809万4千円の収支均

衡予算で，これは前年度(歳出1,165

億9,057万2千円）比11.5％の増，

森林保険特別会計は歳入，歳出とも

18億3,800万8千円で，これは前年

度（16億2,022万1千円）比13.4％

の増である。

この予算での新規は①｢青年の山」

に係る造林事業補助金につき特別の

単価(実質補助率48％)を設定したこ

と②開花枯死竹林対策として1,500

haに2,800万円③林業構造改善事業

の拡充として，42年度事業を終了し

た91地域について，事業効果の一層

の発揮をはかるた必，協業体を対象

として新たに経営管理の指導を行な

うほか，今後の林業櫛造改善事業の

一層の推進に資するため経営管理指

導費（アフターケアー経費）と林業

柵造改善事業促進対策効果調査磯と

405万8千円④林産物の生産流通改

善対策の推進として，事業協同組合

による共同出荷の促進のための協議

会の開催，協同組合の育成強化等に

対して助成を行なうとともに，消饗

地における木材流通合理化対策の樹採避は2,147万In3で，その内訳は立

立のため，流通合理化促進指導と木木処分1,372万1千Xn31内部振替を

材流通対策基本調査に1,837万3千含む直営生産は650万m3(素材換算）

円⑤林業労働力対策を拡充するためで，うち販売量は639万9千Xn3で，

通年雇用の促進に関する指導のため価格は41年度価柑比7.8影のアップ

692万9千円⑥国有林では販売合理となっている。

昭和43年度林業関係予算内訳単位千円

舞鳥A豊難蕊B/A区 分

（公共）

治山

民有林

国有林

造林

林道

普通林道

農免林道

公団林道

小計

その他

公共計

（非公共）

林野庁一般行政

審議会

森林組合等助成

林業労働力対策

林業椛造改善対策事業

保安林整備管理

森林計，画

林業普及指導

山村青年教育指導

都道府県林業試験指導機関育成強化

森林病害虫等防除

優良種苗確保

入会林野等整術促進

林産物生産流通改善対策

林業信用基金出資

小 計

林業試験場の運営場所計

非公共計

林野庁一般会計合計
国有林野事業特別会計

国有林野事業勘定（歳出）

森林保険特別会計

－39－

＝

21,263,719

19,256,719

2,007,000

6,320,000

9,239,500

7,442,500

875,000

922,000

36,823,219

1,411,938

38,235,157

22,806,000

20,799,000

2,007,000

6,577,000

10,186,000

7,886,000

1,000,000

1,300,000

39,569,000

1,424,797

40,993,797

107.3

108‘0

100‘0

104.1

110‘2

106.0

u4.3

1虹.0

107.5

100‘9

107.2

a

画

314,883

880

36，069

42，913

3,548,115

178,972

“2,0盤

976,855

18，682

25，000

412,425

117,414

39，3“

61，570

100,000

6,315,190

1,135,000

7,450,190

45,685,3灯

348,236

881

36，206

45』493

3,977,304

198,548

469,139

1,096,096

40，492

30，312

“3,063

129,567

41，082

43，322

0

6，899，741

上214,556

8,114,297

49,108,094

110.6

100.1

100.4

106.0

112.1

110.9

106.1

112.2

216.7

121.2

107万4

110.4

104.4

70.4

109.3

107.0

108.-9

107.5

＝

由
７

■

116,590,572130,007,688

1,620,2211,838,008

111.5

113.4
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waterequivalentofsnow積雪相
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equatorialclimate赤道気候

grass-temperature接地気温

relativetemperature相対温度

relativehumidity相対湿度

frostPoint霜点

weatherstatiOn測候所

atmosphere大気

air(atmospheric)pollution大気
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percolation地中浸透

5n61tration地表浸透

tidalwind潮せき風

montmytotalprecipitation月降水
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intermonthlyvariation月為変化
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ご
局
昌
包
旦

▲
毎
６
巡
速
■
●

Ｄ
Ｐ
弓
４
句
当
あ
冒
弔
曾
雪
Ｊ
ｒ
埼
号
と
碑

謬篭鑿
Ａ
「
お
や
、
Ｂ
さ
ん
ど
ち
ら
へ
」
Ｂ
「
や
あ
こ
れ
は
／
、
バ
ス
で
町
へ
出
か
け
ま
す
」
Ａ
「
大

部
乾
い
て
い
ま
す
が
、
お
宅
の
山
は
い
か
が
で
す
か
」
Ｂ
「
え
え
。
心
配
し
て
い
る
ん
で
す

よ
。
そ
れ
に
今
年
は
豪
雪
型
の
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
重
い
雪
が
恐
い
で
す
ね
。
施
肥

を
し
た
所
は
特
に
被
害
が
多
い
の
で
ね
。
何
と
か
な
り
ま
せ
ん
か
」
Ａ
「
そ
う
で
す
ね
。
施

肥
を
す
る
予
定
の
所
は
、
植
栽
す
る
時
に
本
数
を
ふ
や
し
て
見
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
」

Ｂ
「
い
や
い
や
。
よ
け
い
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
る
と
思
い
ま
す
ね
。
近
頃
、
植
栽
の
方
法

や
、
保
育
の
手
段
に
新
し
い
こ
と
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
が
、
ど
う
も
単
発
的
で
、
前
後
の

関
連
の
な
い
ご
指
導
が
多
く
て
困
り
ま
す
。
従
来
通
り
の
育
林
過
程
に
新
し
い
方
法
を
取
り

入
れ
る
だ
け
で
は
、
期
待
さ
れ
る
だ
け
の
好
結
果
が
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
え
て
な
り
勺
ま
せ

ん
。
新
し
い
手
段
を
取
り
入
れ
る
か
ら
に
は
、
最
初
か
ら
、
従
来
と
は
別
の
一
貫
し
た
施
業

が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
蛍
う
か
。
そ
の
辺
の
芦
」
研
究
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
」

Ａ
「
い
や
ど
う
も
。
ご
も
つ
と
も
で
す
。
近
い
内
に
、
ゆ
っ
く
り
お
話
に
あ
が
り
ま
す
。
し

か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
パ
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
定
の
条
件
を
想
定
す
れ
ば
可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

達
に
し
て
も
、
特
に
研
究
者
の
方
左
は
、
失
敗
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
慎
重
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
確
か
に
、
何
か
具
体
的
な
問
題
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
こ
れ

に
関
連
の
あ
る
細
分
化
さ
れ
た
研
究
成
果
を
持
ち
寄
っ
て
総
合
調
整
の
上
結
論
を
だ
す
と
い

う
こ
と
が
必
要
な
時
代
で
す
ね
。
私
ど
も
の
知
事
さ
ん
は
年
頭
に
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

『
諸
君
の
実
施
し
た
施
策
の
結
果
が
芳
し
く
な
く
と
も
、
住
民
の
プ
ラ
ス
に
な
る
と
信
じ
て

実
行
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
失
敗
の
責
任
は
私
が
取
る
』
と
。
い
や
感
激
で
し
た
」
Ｂ
「
そ
の

意
気
で
や
っ
て
下
さ
い
」
Ａ
「
人
手
は
ど
う
で
す
。
そ
ろ
い
ま
す
か
」
Ｂ
「
い
や
、
人
夫
が

な
く
て
困
り
ま
す
。
そ
れ
に
賃
金
が
高
く
な
る
ば
か
り
で
ね
。
責
任
の
一
半
は
あ
な
た
方
に

も
あ
り
ま
す
よ
。
役
所
が
率
先
し
て
賃
金
を
つ
り
上
げ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
」
Ａ
「
う
ｌ

む
。
役
所
は
、
造
林
に
し
て
も
、
保
育
涯
し
て
も
、
事
業
の
年
間
計
画
職
を
残
す
訳
に
は
い

か
な
い
の
で
、
無
理
を
し
て
も
人
を
集
め
ま
す
か
ら
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
事
も
考
え
ら

れ
ま
す
」
Ｂ
「
そ
れ
に
、
山
の
人
夫
も
働
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
日
七
時
間
や
っ
て
く
れ

れ
ば
好
い
方
で
す
。
ま
た
役
所
の
話
で
恐
縮
で
す
が
、
失
業
対
策
事
業
は
止
め
て
も
ら
え
ま

せ
ん
か
ね
。
私
の
村
に
も
失
対
に
出
る
衆
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
連
中
に
す
っ
か
り
ス
ポ
イ

ル
さ
れ
ま
し
た
」
Ａ
「
そ
う
で
す
か
。
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
よ
。
大
分
前
で
す
が
、
Ｃ
島
が

噴
火
し
ま
し
て
ね
○
畑
を
覆
っ
た
火
山
灰
や
熔
岩
を
失
対
事
業
で
取
り
除
い
た
の
で
す
が
、

畑
の
所
有
者
達
も
人
夫
と
し
て
働
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
熔
岩
を
取
り
除
き
耕
作

で
き
る
状
態
に
な
っ
た
の
に
、
今
は
草
原
で
、
す
。
農
夫
達
が
、
失
対
事
業
の
人
夫
と
し
て
定

着
し
て
し
ま
い
、
畑
に
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
か
ら
で
す
」
Ｂ
「
い
や
Ｉ
。
そ
れ
は
驚
き
ま
し

た
」
Ａ
「
あ
あ
。
バ
ス
が
来
ま
し
た
よ
」
Ｂ
「
で
唯
ご
め
ん
く
だ
さ
い
」
（
民
有
林
生
）

立
ち
ば
な
し ー
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第14回林業技術萱表彰について

本会では，毎年林業技術の振興普及に功績のあった方に対して，林業技術賞を贈り表彰

をいたしておりますが，第14回の受賞候補者の推せんは下記表彰規定を参照の上お願いい

たします。なお，推せん書は所定の用紙で提出いただくことになっておりますが，用紙は

各支部に送付してあります。

林業技術賞表彰規程

第1条社団法人日本林業技術協会（以下単に本会とい

う）は，林業技術の向上に貢献し林業の振興に功績が

あるものに対して林業技術賞を贈呈し表彰する。

第2条前条の表彰は毎年1回これを行なう。

第3条林業技術賞は次の各号の一に該当し，その技術

が多分に実地に応用され，または広く普及され，ある

いは多大の成果を収めて林業技術向上に貢献したと認

められる業績を表彰の対象とする。

1．林業器具，機械設備等の発明考案またはその著し

い改良。、

2．最近3年以内における林業技術に関する研究，調

査の報告または著作。

3．林業技術に関する現地実施の業績。

第4条林業技術賞の表彰は毎回3件以内とする。ただ

し，審査会が必要と認める場合にはこの賞を受ける者

のぼかに，これに準ずる努力賞の表彰をすることがで

きる。

第5条林業技術賞ならびに前条ただし書きの準賞は，

賞状および賞品または賞金とする。

第6条本会会員は，受賞に適すると思われるものを本

会支部に申し出ることができる。

本会支部は，受賞に適すると思われるもののうちから

受賞候補者を選考して，本会に推薦するものとする。

第7条各支部が本会に推薦する受賞候補の数は3件以

内とし，次に記する内容の推薦書を提出するものとす

る。

1．受賞候補者の氏名，年齢，職業，現住所および略

歴。

ただし，候柿者が2名以上のグループである場合に

はその代表者以外については略歴を省略することが

できる。

2．対象とする業績の区分（第3条による)。

3．推薦の理由。

4．受賞に適すると思われる具体的業絞。

5．参考資料（送付できる現物のあるものは添付のこ

と)。

6．その他審査に参考となる事項。

第8条受賞者を決めるために，本会に林業技術賞審査

会（以下単に審査会という）を設ける。

第9条審査会は審査委員10名以上をもって椛成し，審

査会の委員長は理事長がこれにあたる。

第10条審査のため必要あるときは，別に専門委員をお

く。
曽

審査委員は専門委員をかねることができる。

第11条審査委員および専門委員は，その都度理事長が

委嘱する。

第12条審査会は審査委員の3分の2以上の出席によっ

て成立し，受賞者の決定は出席した審査委員の多数決

による。

第13条専門委員は，専門の事項について受賞候補者を

選考しての意見を審査会に報告する。
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孝締め切り迫る.′第'5回林業写真ｺﾝｸー ﾙ作品募集；
幸催日本林業技術協会・全国林業改良普及協会後援農林省・林野庁盲

＝
＝
＝
＝
＝ 屋

○主題写真を通じて林業の発展ならびに普及に寄与するもの急
一

日＝

三 墓
＝

童一

○題材森林の生態・動植物。林業における育苗・造林・保育・伐採・搬出・製材・製炭・木材工業・特殊林冒
一

＝

臺

臺 尋
＝

産･林道被害・山村の生活･風俗などミ
ー

ー
ー
ー

○ 区分第’部一枚写真黒白写真，四ツ切薑
一
一
一

一

菫
＝ ＝

第2部組写真黒白写真，キャビネ全紙，1組15枚以内暑
＝
一

重

三

菫 一
第3部スライド黒白またはカラー，35ミリ版，1組15～50コマ程度にまとめたもの’説明台本添冒

6＝

一

三
二 ▲呂夛

付，テープ付も可量
一

号＝
：＝

三

：
＝

○締め切り昭和43年2月末日（当日消印のものを含む）
三
＝
－
－
－

＝

○送付先東京都千代田区六番町七日本林業技術協会第15回林業写真コンクール係量
■■■■

＝

三
二r
＝ ＝

○詳細は林業技術No．305号(8月号）をご覧下さい覺言

＝ 崖＝

＝ー
＝＝
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日林.協事務運営図（昭和43年1月1日現在）

－総務課（課長）土江昭吉

一経理課（課長）藤田雅市
一事業課（課長）三谷貞雄

，一編集室（室長）八木沢宏司

E繍麓鰯鰹鴬
林業百霧癖濯瀞岡村亘

部
長吉岡蕪）'一鋪部溺

↑
Ｊ勤

』
常
Ｊ

精
く
男

瀞
繍
一
一’

映画製作班（主任）橋谷昊

林梁百瀬"潅瀞臓村頁
研究課（課長）中曽根武夫

部
長蓑輪満夫）

－企画
（部

飢
含
名

事
事
蜂
》
癖
恥
鍵
与

部
長

－開発
（部 中曽根武夫）理事

（蓑輪満
務課（課長）宍倉和夫

林航測課（課長）渡辺宏

真課（課長）林初太郎

真室（室長）秋山譲治

測ｺﾝｻﾔ拳痛ﾉ本栄
査課（課長）丸山正

一業

一森ホ ~

、部
長

－測趣
（部

１
１-'ﾔ鰯緊佐） 検部

長
一検査

丸山正）(部

利用を期待しております。

エンタープライズは数だの混乱

し編集室から旬をまきおこしてサセボを出ていき
ました。日本に寄港する原子力艦をジャーナリズムば

「現代の黒舵」と表現しており，それに対する国民大多

数の反応のしかたも形の上では初代クロフネの場合とよ

く似ております。いしかし百年前の日本人は，今日のわ

が国の繁栄に通ずる道をクロフネからみて取ったと言え

ましょう。ところで二代目は人類の存続をもおびやかす

核兵器と，第三の火を利用するための努力の結晶である

原子力エンジンとをあわせもっています。いわれわれば

壊滅か100年後の蕊栄かの両道を目のあたりにしたわけ

です。（八木沢）

協会のうごき

◎第9回林業技術續集委員会

12月6日(水)，午後2時より主婦会館4階会議室にお
口

いて開催

出席者：小野，石崎，畑野，大西，中野の各委員と本

会から蓑輪，小田，成松，小幡，橋谷，八木

沢，武田

◎第10回林業技術編集委員会

1月10日(水)，午後2時より主婦会館4階会議室にお

いて開催

出席者：中野，畑野，石崎，小野，雨宮，山内の各委

員と本会から小田，小幡，吉岡，八木沢

。第8回常務理事会

12月18日11時30分から共済会館会議室で開催，理事長

から本年最後の常務理事会であり，今年の協会業務運営

についての反省をしたい旨のあいさつがあった。

ついで専務理事より42年度事業目標について，現在ま

での経過，ならびに今後の見透しについて説明があり，

質疑応答の後，午後2時散会した。

出席者：遠藤，平田，山村，南里，星沢，秋葉，談

輪，小田，成松,jaj11,橋谷，吉岡

◎草津寮利用状況

昭和42年10月開寮以来昭和43年1月末日まで150名の

ご利用をいただいております。これからもますますのど

一

Ｉ
！

一

昭和43年2月10日発行

林業技術第3'1号

編集発行人蓑輪満夫

印刷所大日本印刷株式会社

｜
社団法人日本林業技術協会
東京謝汗代田区六番町七番地

磁話（261〉5281<代)～5
（扱替東京60‘148審）

発行所
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株式全牡シモン
本社東京都文京区本郷三丁目20－1
束京営業所（電)(812)3271～5番
札幌営錐所（砿）札幌（24）70ユ7(代）
仙台営業所（電）仙台（22）3313番
繊浜震業所（瞳）繊浜（261)4940-1番
調水営業所（電）滴水(3)1891番
名古屋営業所（電）熱田（881)2221.9969番
大阪愛業所（電）（322)1313.1450～1番
広島雷業所（電）広島（47）1934.4867番
倉歎出躯所（戒）倉敵（22）1079番
北九州営業所（恋）小倉（56）2150.4978番
北陸出張所（電）金沢(61)5501番
千葉出張所（砿）千蕊（22）8446番
新潟出躯所（電）新潟（66）1984番
甲府出張所（趣）甲府（3）5676番

…西
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かんたんに伐採できます.′

新鶴M品〈マイクロピット＞は、伐採

量をより多くするために、特に品置

やデザインを研究してつくりあげた

かってない商性能ソーチェーンです。

切れ味は抜群、手入れも箇単。疲れ

をほとんど知らずにグングン仕事が

はかどります。〈マイクロビット＞~
のチーズを切るようなすばらしい切一

h,味を、ぜひお確かめください。

＊お求めはお近くの販売店でどうぞ・

新発売.ノ

⑥侭壷SoN．
オレゴンソーチェーン

マイクロビット

趣ｵﾏーｸジ鞭繊娯一瀧ﾚーﾃﾂ
東京都港区芝琴平町1虎ﾉ門琴平会館内Tel(503)6"6

一



測量が簡単にできる

澱空中写 吉
云
ア

測量板

・テンプレート
《
『
へ

‐一一一ーー一一

介、

一一→点格子（ドット）

1区画100点

（縮尺1/5000で
1点=0.011'a)

57cm

節と一
3

～
一

＞基準線
／'(写真遊線と璽ねる線）
－＞スケール

＞透明なポリエステルベール

一 、一

I11111111〆

第を〆
2

画
１
肌
ド
で
”
Ｌ
ｉ

/201510505101520-

アミ・テンプレートと〆節
１
基
準
線

一

↓
一

己一

１
１
１
Ｊ

1

1く 46cm ラ
一価格-850円

I
凸

面積測定用

日林協点格子板

実用的な面積測定器具④フイルムベースで取扱い，持ち運びが簡単です。

(特長）プラニメーター法に比べて時間が％～％に短縮され，しかも精痩は全然変わ
りません。

(性能）透明なフイルムベース（無伸縮）上に点を所要間隔で配列し格子線で区I勘さ
れています。

(使用法）図面の上に測定板をのせて図面のなかにおちた点を数えて係数を乗ずるだけ
で面職が求められます。

（種類と価格)S－Ⅱ型（点間隔2mm大きさ20cm×20cm)800円

S－Ⅲ型("2mm"12cm×8cm)270円

L一Ⅱ型(''1Omm"20cm×20cm)800円

M一［型("5mm"40cm×40cm)2,000円
M一Ⅱ型("5mm"20cm×20cm)800円

I

発売元社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7

電話（261）5281振替東京60448稀
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ス
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宙梨綱株式雷綱万
祇，和H召

本社エ場

大阪営樂所

東京営業所

*L幌出張所

本社エ場

大阪営樂所

東京営巣所

大
電
大
砥
東
電

大阪府和泉市肥子町2丁目2瀞3号・
電話和泉(41)2280～2

大阪市南区鰻谷西之町25（川西ピル）
砥話（26）5871．7117番
東京都千代田区丸ノ内3ノユ0富士製鉄ビル内4階
電話（2，12）3921～4
札幌市北二条東1丁目プラチナピル電話（26）0981L 」

』

（日林協測．。○デンドロメー一婆樹器）夕

価格22,500円（〒込）

形式

高サ125mm

幅45mm

長サ106mm

概要

この測樹器は従来の林分胸商断面被測定方法の区画測

量、毎木調杢を必要とせず、ただ単に林分内の数カ所で、

その周囲360･の立木を左がめ、本器の特徴である。

プリズムにはまった立木を数え、その平均値に断而磯定

数を掛けるだけで、その林分の111a当りの胸尚断而祇合

計が計算きれます。
機能

プリズムをのぞくだけで林分胸商IW価職測定、水平距

離測定、樹碕測定､傾斜角測定が愉単にできます。
磁石で方位角の測定もできます。

プリズムの種類

K=4壮齢林以上の人工林、天然林、水平距離測定、樹

高測定

K=2幼齢林、薪炭林、樹間測定

（水平距離設定用標板付）

●
●
●
●
■

用
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

途

ha当りの林分胸高断面積測定

水平距離測定

樹高測定

傾斜角測定

方位角測定

、
１
１鐘

定
価
八
十
円
送
料
六
円

社団
法人 日本林業技術協会
（振替・東京60448番）

東京都千代田区六番町7
電話（261局）5281（代表）～5
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